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１．基礎的事項

1）連絡先

1 横須賀市 238-0041 横須賀市本町2-1　市立総合福祉会館2階 046-824-3435 046-827-0264

2 平塚市 254-0047 平塚市追分1-43　福祉会館内 0463-33-2333 0463-33-6588

3 鎌倉市 248-0012 鎌倉市御成町20-21　市福祉センター内 0467-23-1075 0467-22-2213

4 藤沢市 251-8691 藤沢市鵠沼東1-1　玉半ビル3F 0466-50-3525  0466-26-6978

5 小田原市 250-0055 小田原市久野115-2　おだわら総合医療福祉会館内 0465-35-4009 0465-35-6902

6 茅ヶ崎市 253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-44　さがみ農協ビル2階 0467-85-9650 0467-85-9651

7 逗子市 249-0005 逗子市桜山5-32-1　市福祉会館内 046-873-8011 046-872-2519

8 三浦市 238-0102 三浦市南下浦町菊名1258-3　市総合福祉センター内 046-888-7347 046-889-1561

9 秦野市 257-0054 秦野市緑町16-3　秦野市保健福祉センター内 0463-84-7711 0463-85-1302

10 厚木市 243-0018 厚木市中町1-4-1　市総合福祉センター内 046-225-2947 046-225-3036

11 大和市 242-0004 大和市鶴間1-25-15　 046-260-5633 046-263-2446

12 伊勢原市 259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31　伊勢原シティプラザ１階 0463-94-9600 0463-94-5990

13 海老名市 243-0492 海老名市勝瀬175-1 046-235-0220 046-235-0191

14 座間市 252-0021 座間市緑ケ丘1-2-1　市立総合福祉センター サニープレイス座間　　　 046-266-1294 046-266-2009

15 南足柄市 250-0105 南足柄市関本403-2　りんどう会館内 0465-73-1575 0465-74-3276

16 綾瀬市 252-1192 綾瀬市早川550　市役所内1階10番窓口 0467-77-8166 0467-79-1812

17 愛川町 243-0301 愛甲郡愛川町角田257-1　町福祉センター内 046-285-2111 046-286-5424

18 清川村 243-0112 愛甲郡清川村煤ヶ谷2220-1　清川村保健福祉センターひまわり館内1F 046-287-1118 046-287-2013

19 葉山町 240-0112 三浦郡葉山町堀内2220　町福祉文化会館内 046-875-9889 046-876-1873

20 寒川町 253-0106 高座郡寒川町宮山401　町健康管理センター内 0467-74-7621 0467-74-5716

21 大磯町 255-0003 中郡大磯町大磯1352-1　町立福祉センターさざれ石内 0463-61-9390 0463-61-7614

22 二宮町 259-0124 中郡二宮町山西5-1 0463-73-0294 0463-73-0295

23 中井町 259-0153 足柄上郡中井町比奈窪104-1　町保健福祉センターしらさぎ内 0465-81-2261 0465-81-2658

24 大井町 258-0016 足柄上郡大井町上大井68-2 0465-84-3294 0465-85-3123

25 松田町 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領17-2　町健康福祉センタ-内 0465-82-0294 0465-82-9241

26 山北町 258-0111 足柄上郡山北町向原1379-1 0465-75-1294 0465ー76-4079

27 開成町 258-0021 足柄上郡開成町吉田島1043-1（町福祉会館1Ｆ） 0465-82-5222 0465-82-5928

28 箱根町 250-0311 足柄下郡箱根町湯本855 0460-85-9000 0460-85-6888

29 真鶴町 259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴475-1 0465-68-3313 0465-68-4179

30 湯河原町 259-0301 足柄下郡湯河原町中央4-12-5 0465-62-3700 0465-62-5150

住所 電話番号 FAX番号№ 地域名 郵便番号
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 １．基礎的事項

1）連絡先（E-Mail、ホームページおよび社協法人認可年月日）

1 横須賀市 shakyo@wg7.so-net.ne.jp http://www.yokosuka-shakyo.or.jp/shakyo/ 昭和39年12月22日

2 平塚市 info@hiratsukasyakyo.net http://www.hiratsukasyakyo.jp 昭和50年3月31日

3 鎌倉市 info@kamakura-shakyo.jp http://www.kamakura-shakyo.jp 昭和50年12月24日

4 藤沢市 syakyo1@cityfujisawa.ne.jp http://www.fujisawa-shakyo.jp/ 昭和44年4月1日

5 小田原市 odawarashakyou@ybb.ne.jp http://www.odawarashakyou.or.jp/ 昭和51年5月20日

6 茅ヶ崎市 eboshi@shakyo-chigasaki.or.jp http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/ 昭和53年12月22日

7 逗子市 info@zushi-shakyo.com http://zushi-shakyo.com/ 昭和53年2月1日

8 三浦市 kanri1012@polka.ocn.ne.jp http://shakyo-miura.com/ 昭和51年3月1日

9 秦野市 shakyo@vnhadano.com http://www.vnhadano.com 昭和49年4月1日

10 厚木市 soumu@shakyo-atsugi-kanagawa.jp　　 http://www.shakyo-atsugi-kanagawa.jp/ 昭和52年3月23日

11 大和市 soumu@yamato-shakyo.or.jp http://www.yamato-shakyo.or.jp 昭和52年4月1日

12 伊勢原市 info@isehara-shakyo.or.jp http://www.isehara-shakyo.or.jp 昭和50年3月29日

13 海老名市 ebina-shakyo@ebina-shakyo.or.jp http://www.ebina-shakyo.or.jp/ 昭和54年3月2日

14 座間市 info@zamashakyo.jp http://www.zamashakyo.jp/ 昭和55年4月1日

15 南足柄市 soumu@minamisyakyo.or.jp http//www.minamisyakyo.or.jp/ 昭和58年2月1日

16 綾瀬市 info@ayase-shakyo.or.jp　 http://www.ayase-shakyo.or.jp/ 昭和57年3月6日

17 愛川町 aishakyo@shakyo-aikawa-kanagawa.jp http://www.shakyo-aikawa-kanagawa.jp/ 昭和56年2月1日

18 清川村 kiyoshakyo@mqj.biglobe.ne.jp 平成5年3月22日

19 葉山町 shakyo＠hayamashakyo.com　 http://www.hayamashakyo.com/ 昭和60年2月22日

20 寒川町 shakyo@t-samukawa.or.jp　　 http://www.t-samukawa.or.jp/~shakyo/ 昭和59年6月4日

21 大磯町 oiso@bz01.plala.or.jp http://www.oiso-shakyo.jp 昭和59年4月2日

22 二宮町 nisyakyo-jimk@swan.ocn.ne.jp http://ninomiya-syakyo.jp 昭和59年4月2日

23 中井町 info@nakai-shakyo.or.jp http://www.nakai-shakyo.or.jp/ 昭和60年12月2日

24 大井町 info@ooi-shakyo.jp http://ooi-shakyo.jp 昭和61年3月25日

25 松田町 matsudasyakyo@happytown.ocn.ne.jp　 http://www.matsudasyakyo.or.jp/ 昭和61年3月28日

26 山北町 yamakitahoukatu1941@marble.ocn.ne.jp http://www.yamakitashakyo.jp 昭和61年2月1日

27 開成町 network@kaiseishakyo.jp http://www.kaiseishakyo.jp 昭和61年3月28日

28 箱根町 hakosha-vc@poem.ocn.ne.jp　 http://www.hakone-shakyo.jimusho.jp 昭和61年3月31日

29 真鶴町 manazurushakyo@vesta.ocn.ne.jp http://www.manazurushakyo.jp/ 昭和61年3月28日

30 湯河原町 yugawara.shakyo@sage.ocn.ne.jp http://www14.ocn.ne.jp/~yushakyo 昭和61年3月25日

ホームページURL№ 地域名 E-Mailアドレス 法人認可年月日
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 １．基礎的事項

２）人口・高齢化率・世帯数・障害者手帳交付数・相談支援事業所数－１

1 横須賀市 406,994 人　 28.0 %  165,370 世帯　

2 平塚市 257,169 人　 24.1 %  105,773 世帯　

3 鎌倉市 173,228 人　 28.9 %  73,344 世帯　

4 藤沢市 418,308 人　 22.2 %  179,380 世帯　

5 小田原市 195,532 人　 26.2 %  79,950 世帯　

6 茅ヶ崎市 237,269 人　 23.6 %  96,867 世帯　

7 逗子市 57,749 人　 29.9 %  24,110 世帯　

8 三浦市 45,988 人　 33.2 %  16,353 世帯　

9 秦野市 168,889 人　 24.3 %  71,090 世帯　

10 厚木市 224,700 人　 21.2 %  95,641 世帯　

11 大和市 233,062 人　 21.4 %  105,902 世帯　

12 伊勢原市 99,266 人　 22.8 %  42,530 世帯　

13 海老名市 129,193 人　 21.6 %  52,494 世帯　

14 座間市 129,120 人　 22.3 %  55,477 世帯　

15 南足柄市 43,370 人　 27.7 %  16,208 世帯　

16 綾瀬市 83,893 人　 23.8 %  32,901 世帯　

17 愛川町 41,670 人　 23.9 %  17,493 世帯　

18 清川村 3,127 人　 27.8 %  1,260 世帯　

19 葉山町 33,618 人　 29.3 %  14,295 世帯　

20 寒川町 47,385 人　 23.4 %  18,656 世帯　

21 大磯町 32,439 人　 30.0 %  12,820 世帯　

22 二宮町 28,870 人　 30.4 %  11,514 世帯　

23 中井町 9,727 人　 28.0 %  3,388 世帯　

24 大井町 17,339 人　 24.5 %  6,510 世帯　

25 松田町 11,364 人　 29.6 %  4,477 世帯　

26 山北町 11,480 人　 32.3 %  4,242 世帯　

27 開成町 16,652 人　 22.4 %  6,302 世帯　

28 箱根町 13,095 人　 32.8 %  7,066 世帯　

29 真鶴町 7,965 人　 36.2 %  3,494 世帯　

30 湯河原町 26,477 人　 35.5 %  12,664 世帯　

3,204,938 人　 26.9 %  1,337,571 世帯　合計/平均/合計

世帯数№ 地域名 人口 高齢化率
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 １．基礎的事項

２）人口・高齢化率・世帯数・障害者手帳交付数・相談支援事業所数－２

1 横須賀市 13,969 人　 3,000 人　 2,974 人　 3,943 世帯　 8 14

2 平塚市 8,249 人　 1,775 人　 1,799 人　 2,448 世帯　 10 12

3 鎌倉市 4,994 人　 904 人　 1,090 人　 672 世帯　 7 8

4 藤沢市 10,763 人　 2,344 人　 2,678 人　 3,802 世帯　 7 9

5 小田原市 7,211 人　 1,466 人　 873 人　 2,178 世帯　 10 10

6 茅ヶ崎市 5,950 人　 1,155 人　 1,260 人　 1,555 世帯　 7 9

7 逗子市 1,785 人　 287 人　 363 人　 297 世帯　 3 2

8 三浦市 1,817 人　 315 人　 253 人　 435 世帯　
1 2

9 秦野市 4,694 人　 1,181 人　 991 人　 1,313 世帯　 7 12

10 厚木市 5,994 人　 1,311 人　 1,282 人　 1,999 世帯　 1 8

11 大和市 5,747 人　 1,481 人　 1,238 人　 2,839 世帯　 4 11

12 伊勢原市 2,773 人　 634 人　 626 人　 805 世帯　 3 6

13 海老名市 3,214 人　 701 人　 776 人　 948 世帯　 2 2

14 座間市 3,523 人　 844 人　 1,007 人　 1,700 世帯　 1 1

15 南足柄市 1,356 人　 253 人　 179 人　 274 世帯　 1 3

16 綾瀬市 2,324 人　 535 人　 452 人　 748 世帯　 1 4

17 愛川町 1,377 人　 304 人　 243 人　 348 世帯　
2 0※

18 清川村 104 人　 33 人　 20 人　 25 世帯　
0※ 0※

19 葉山町 933 人　 141 人　 161 人　 108 世帯　
0※ 1

20 寒川町 1,418 人　 347 人　 361 人　 463 世帯　 1 1

21 大磯町 1,072 人　 266 人　 165 人　 157 世帯　 1 1

22 二宮町 972 人　 167 人　 182 人　 219 世帯　
1 0※

23 中井町 364 人　 99 人　 32 人　 21 世帯　
2 0※

24 大井町 503 人　 103 人　 71 人　 89 世帯　
0※ 0※

25 松田町 430 人　 73 人　 54 人　 126 世帯　
1 0※

26 山北町 433 人　 85 人　 49 人　 52 世帯　
0※ 0※

27 開成町 465 人　 95 人　 54 人　 83 世帯　
0※ 0※

28 箱根町 516 人　 68 人　 30 人　 236 世帯　
8 13

29 真鶴町 388 人　 66 人　 32 人　 92 世帯　
0※ 0※

30 湯河原町 1,214 人　 217 人　 140 人　 582 世帯　 1 1

94,552 人　 20,250 人　 19,435 人　 28,557 世帯　 90 130

　　　　　※他市町村内の事業所（当該市町村より委託）によりサービスが提供

特定相談支援
事業所数

合計

障害児相談支援
事業所数№ 地域名

身体障害者
手帳交付数

知的障害者
手帳交付数

精神保健福祉
手帳交付数 生活保護世帯数
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 １．基礎的事項

３）事務局体制－1（職員設置状況）

人数 局長属性 常勤 非常勤 常勤 非常勤

1 横須賀市 1 正規職員 11 7 18 0 19

2 平塚市 1 正規職員 14 4 12 30 5 18 66 89 120

3 鎌倉市 1 非正規職員・常勤 5 9 14 11 8 15 34 49

4 藤沢市 1 非正規職員・常勤 5 6 3 14 21 33 64 118 133

5 小田原市 1 非正規職員・常勤 10 3 9 22 11 2 13 36

6 茅ヶ崎市 1 非正規職員・常勤 9 3 5 17 1 4 10 15 33

7 逗子市 1 正規職員 10 7 20 37 5 12 3 20 58

8 三浦市 1 正規職員 5 1 2 8 5 19 64 88 97

9 秦野市 1 非正規職員・非常勤 10 7 17 5 3 8 26

10 厚木市 1 正規職員 8 7 1 16 1 1 8 10 27

11 大和市 1 非正規職員・非常勤 10 7 6 23 4 9 13 37

12 伊勢原市 1 非正規職員・常勤 7 2 3 12 3 6 3 12 25

13 海老名市 1 非正規職員・非常勤 9 8 4 21 3 13 18 34 56

14 座間市 1 非正規職員・常勤 9 12 7 28 9 12 35 56 85

15 南足柄市 1 非正規職員・非常勤 7 11 18 8 32 40 59

16 綾瀬市 1 正規職員 7 2 6 15 6 36 42 58

17 愛川町 1 正規職員 6 1 7 4 5 28 37 45

18 清川村 1 非正規職員・非常勤 2 1 3 2 4 11 17 21

19 葉山町 1 正規職員 6 1 1 8 9 2 1 12 21

20 寒川町 1 非正規職員・非常勤 4 1 4 9 3 2 5 15

21 大磯町 1 正規職員 1 1 2 4 3 5 2 10 15

22 二宮町 0 2 1 4 7 8 3 6 17 24

23 中井町 1 非正規職員・常勤 4 4 16 9 25 30

24 大井町 0 3 3 6 2 3 12 17 23

25 松田町 1 非正規職員・常勤 4 2 7 13 1 2 7 10 24

26 山北町 1 非正規職員・非常勤 3 3 6 3 1 4 11

27 開成町 1 正規職員 2 1 3 4 18 22 26

28 箱根町 1 非正規職員・常勤 3 2 5 8 1 5 14 20

29 真鶴町 1 正規職員 3 2 5 6 8 14 20

30 湯河原町 1 正規職員 3 1 4 5

28 182 89 123 394 126 201 469 796 1,218

0.9 6.1 3.0 4.1 13.1 4.2 6.7 15.6 26.5 40.6

職員数
合計正規

非正規


小計 正規

非正規


小計

経営事業職員

合　計

平　均

№ 地域名

事務局長 一般事業職員
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 １．基礎的事項

３）事務局体制－2（一般事業職員　資格取得状況）

社
会
福
祉
士

精
神
保
健
福
祉
士

保
健
師

看
護
師

介
護
福
祉
士

保
育
士

臨
床
心
理
士

理
学
療
法
士

作
業
療
法
士

言
語
聴
覚
士

管
理
栄
養
士

栄
養
士

ヘ
ル
パ
ー

１
級

ヘ
ル
パ
ー

２
級

介
護
支
援
専
門
員

1 横須賀市 4 1 2

2 平塚市 10 10 1 7 5

3 鎌倉市 2 1 1 1 1 1

4 藤沢市

5 小田原市 4 1 1 2 2

6 茅ヶ崎市 10 1 1 2 4

7 逗子市 7 2 6 2 1 1 1 2

8 三浦市 3 1 1 1 4

9 秦野市 5 1 5

10 厚木市 6 1 1 2

11 大和市 6 4 2 3 2 5

12 伊勢原市 3 2 1 2

13 海老名市 4 8 1 1 3

14 座間市 7 2 2 6 8 1

15 南足柄市 2 1 1 2

16 綾瀬市 2 1 1 3

17 愛川町 5 1 1 1 2 4

18 清川村 1 1 2

19 葉山町 1 4

20 寒川町 4

21 大磯町 1 2 1

22 二宮町 1 1 1

23 中井町

24 大井町 2 3

25 松田町 2 2

26 山北町

27 開成町 1 1

28 箱根町 1 3 2

29 真鶴町 2 1 1 2

30 湯河原町 2

92 9 0 2 37 20 2 2 1 1 0 1 7 35 64合計

一般事業職員の資格取得状況

№ 地域名
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 １．基礎的事項

３）事務局体制－3（経営事業職員　資格取得状況）

社
会
福
祉
士

精
神
保
健
福
祉
士

保
健
師

看
護
師

介
護
福
祉
士

保
育
士

臨
床
心
理
士

理
学
療
法
士

作
業
療
法
士

言
語
聴
覚
士

管
理
栄
養
士

栄
養
士

ヘ
ル
パ
ー

１
級

ヘ
ル
パ
ー

２
級

介
護
支
援
専
門
員

1 横須賀市

2 平塚市 2 1 8 19 7 1 6 37 9

3 鎌倉市 7 1 9 2 8 8 8

4 藤沢市 8 3 3 11 29 7 2 6 27 26

5 小田原市 8 9 3 5

6 茅ヶ崎市 1 3 5

7 逗子市 5 1 2 7 2 7 9

8 三浦市 3 9 20 3 1 37 5

9 秦野市 2 4 3 5

10 厚木市 1 1

11 大和市 5 2 7 1 3 10

12 伊勢原市 1 1 2 2 2 3

13 海老名市 3 4 13 4 9 8

14 座間市 3 2 14 21 5 1 20 15

15 南足柄市 13 6 35 8

16 綾瀬市 17 2 1 2 31 4

17 愛川町 2 2 4 3 1 2 12 4

18 清川村 2 4 4 1 4

19 葉山町 1 1 1 7 8 10

20 寒川町 1 1 1 2 4

21 大磯町 2 1 1 6 1 5 4

22 二宮町 1 1 1 7 1 1 5 8

23 中井町 2 2 8 1 2 1 14 4

24 大井町 3 3 15 3

25 松田町 1 9 3 8 4

26 山北町 2 1 1 4

27 開成町 3 3 4 1 9 6

28 箱根町 3 1 7 4 7

29 真鶴町 1 2 9 1 7 4

30 湯河原町

61 11 11 74 239 34 0 2 0 1 0 6 53 313 181

№ 地域名

経営事業職員の資格取得状況

合計
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 １．基礎的事項

４) 基本理念・基本目標と本年度の最重点事業項目－１

1 横須賀市 　基本理念　　「わたしがつくる　みんなでつくる　一人ひとりが〝住みやすい〟まち　横須賀」
　基本目標　　①人と人とのつながりを大切にしよう
　　　　　　　②住民一人ひとりが参加してわがまちの地域福祉を進めよう

2 平塚市 「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりの推進」を目標に、「平塚市地域福祉活動計画（第2期）」に沿った事業展開を推進します。

3 鎌倉市 誰もが安心して暮らせる地域づくり

4 藤沢市  基本理念 ： 共に創り共に生きるまちづくり
 基本目標 ：１　一人ひとりの自立した暮らしを住民相互の助け合いと福祉サービス活動でサポートしよう。
　　　　　  ２　暮らしの安全と環境を、守る地域の取組みを進めよう。
　　　　　  ３　住民同士のお互いの理解や絆を深め、豊かな地域生活への取組みを広げよう。
　　　　　  ４　さまざまな福祉ボランティア活動を広げて、互いの連携を充実させよう。
　　　　　  ５　地域福祉を担う人材を育てよう。
　　　　　  ６　地域福祉の基盤や体制を充実させよう。

5 小田原市 地域福祉の推進役として、「すべての人が安心して暮らせるまちづくり」を基本理念に掲げ、地域に密着し、市民の皆様のご要望に応えられるよ
う、地域福祉活動計画に基づく事務事業を進め、地域福祉の実現のため各種事業に取り組んでいく。

6 茅ヶ崎市 基本理念：「一人ひとりが生き生きと暮らせる福祉のまちづくりをめざして」
基本目標：１．地域で生活できる仕組みづくりの推進　　２．市民参加の促進          （第４次茅ヶ崎市地域福祉活動計画より）

7 逗子市 「誰もが安心して暮らすことが出来る福祉のまちづくりを推奨する」
「逗子市社協は、住民主体の小地域活動の活性化のために人間力、地域力の醸成を目指す」

8 三浦市 ･今後も更に高齢化や社会情勢の劇的な変化が予想される中、環境の変化に的確に対応しつつ、新たなニーズにも対応する。そのためには、地域福祉
の中核的組織としての使命を果たし、地域福祉の推進に邁進し、住民参加を基本として「ともに支えあう福祉のまちづくり」を目指す。

9 秦野市 基本目標：ぬくもりのある福祉コミュニティの実現
　①住民一人ひとりの参加による福祉のまちづくり
　②いつまでも暮らし続けられる地域社会の実現
　③安心と信頼の絆で結ばれた地域社会の構築
　④地域の特性に沿った福祉活動の展開

10 厚木市 基本理念　誰もが安心して、共に生き、共に暮らせる地域社会づくり
基本目標　・みんなで支え合う地域づくり
　　　　　・安心して暮らせる地域づくり

11 大和市 住民ひとりひとりの参加を基本に　共に支えあう福祉のまちづくりを

12 伊勢原市 第3次地域福祉活動計画の基本目標に掲げる「つながりによる地域づくり」及び「ふれあいの場づくり」として、「共助」・「互助」のしくみづくり
を目的とした横断的な組織間の連携体制の構築と住民主体で地域に根差した取り組みを推進していきます。
また、「福祉を支える人づくり」として、福祉教育プログラムの展開による若年層の人材育成及び専門職等の人材育成を行います。さらに、「安心
して暮らせるまちづくり」として、新たに市民後見人養成研修（基礎編）の開催を行い、新たな地域福祉の担い手としての人材育成を行うととも
に、地域の権利擁護システムの構築としての成年後見制度の基礎整備を行います。

13 海老名市 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりをめざして

14 座間市  「共に生きる社会づくりにむけて」を基本理念に、「第２次座間市地域福祉活動計画」を基調として様々な小地域福祉活動を総合的に展開していく
ための中核的機関として活動

15 南足柄市 みんなで支えあい　ともに生き　ともに暮らせる　まちづくり

16 綾瀬市 基本理念「ともに支えあうまちづくりを」

17 愛川町 本協議会職員行動方針（平成19年3月26日制定）に基づき、誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを推進します。

18 清川村 住民主体の理念に基づき、清川村での福祉課題の解決に取り組むとともに、柔軟性、即応性、専門性のある社協本来の特性を生かしながら支援を必
要とする住民等を対象に事業を展開することにより、「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」の構築を図る。

19 葉山町 「地域と行政と協働し、誰もが自分らしく安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」

20 寒川町 基本理念　安心して暮らすことのできる「出会い、ふれあい、思いやりのある福祉のまち　さむかわ」
基本目標　① みんなで地域のつながりを育てよう～地域のニーズに応じたきめ細かな活動をすすめるために～
　　　　　② みんなで福祉活動に参加しよう～だれもが地域福祉活動に参加できる場づくりや仲間づくりに取り組むために～

21 大磯町 基本理念：ささえあい、心のふれあうまちづくり　　　基本目標：一歩踏み出そう！かおの見える町づくり

22 二宮町 今日の社会福祉をとりまく状況は、少子高齢化や家族形態の多様化、コミュニティ能力の低下が進む中、公的な制度だけでは解決しきれない問題が
発生しているとともに、厳しい経済状況が続き、生活への不安も深刻化しています。こうした状況の中、本会では地域福祉活動計画の基本理念「さ
さえあう　みんなのまち」の実現のため、地域のみなさんが地域を支える一員として地域福祉活動に参加できる仕組みづくりに取り組むとともに、
地域福祉の中心となる人材の育成に力を注ぎ、地域の福祉力の向上に取り組みます。

23 中井町 健康で住み良い福祉の町づくり

24 大井町 基本理念：住民の参加と支えあいによる「安心して誰もが住みよい福祉のまちづくり」
基本目標：●小地域福祉活動の推進と見守り支援体制の充実　●ボランティア活動の推進と新たな人材の発掘・育成　●介護保険事業等の充実

25 松田町 ふれあい・ささえあい・えがおあふれる松田町

26 山北町 基本理念　みんなの手で誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり
基本目標　①地域で自立生活できる支援づくり　　②友に支え合う社会づくり　　③組織・事務局体制の整備

27 開成町 【基本理念】　みんなで育もう　誰もが安心してイキイキと暮らせる福祉のまち　かいせい
【基本目標】　①みんなでつながりあい、支えあい、誰もが福祉活動に参加できる地域社会をめざそう！（参加／コミュニティワーク）
　　　　　　　②一人ひとりのニーズをもとに、暮らしに根ざしたサービス・支援体制を開発・実施、提言しよう！（支援／ケアワーク）
　　　　　　　③地域のあらゆる機関・団体と協働して、計画的に福祉ネットワークづくりに取り組もう！（連携／ネットワーク）

28 箱根町 「心豊かで生きがいのある福祉のまちづくり」

29 真鶴町 基本理念：地域を支え　地域に支えられる安心してくらせる　社会づくり　　　　基本目標：「いつでも　どこでも　相談を」

30 湯河原町 安心して住み慣れた地域で家族が一緒に生活するためには、あらゆる福祉サービスの柔軟対応が必要であり、求められています。これらに答える
ためにも社協は公共性の高い団体として、また、地域に根ざした支援団体として行政や各関係機関とも連携を密にとりながら、相談、援助を行なっ
ていきます。住民から信頼され、社協活動を更に理解していただけるように役職員が一丸となり、心豊かな、たすけあいの心をもって福祉の町づく
りに邁進していきます。

№ 地域名 基本理念・基本目標
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 １．基礎的事項

４) 基本理念・基本目標と本年度の最重点事業項目－２

1 横須賀市 １　18地区社会福祉協議会活動支援
２　ボランティアの育成
３　地域福祉活動計画モデル地区設置
４　よこすか市民後見人等運営事業の推進
５　生活福祉資金貸付事業等の推進
６　たすけあい資金貸付事業のあり方検討
７　共同募金運動の推進
８　第4次地域福祉活動計画推進

2 平塚市 ・成年後見利用支援センターの受託運営と権利擁護事業の推進　・指定管理に向けた取組　・平塚市地域福祉計画（第2期）の進行管理
・地区担当制による地域支援の充実強化　・介護保険事業、障がい者総合事業の見直し　・関係法令改正に対応した組織の検討
・指定管理者として施設管理

3 鎌倉市 ①広報活動の充実
②福祉活動に係るきっかけづくりの提供
③法人後見事業の推進

4 藤沢市 １　地域福祉事業の推進　⑴地域活動の支援　⑵地域の縁側（交流スペース）モデル事業への支援　⑶人材育成の推進　⑷相談機能の充実
２　地域福祉権利擁護の推進
３　障がい福祉サービス事業・在宅福祉事業への取組み
４　いきいきシニアセンター（老人福祉センター）の運営
５　次期地域福祉活動計画策定

5 小田原市 ⑴第二期地域福祉活動計画の施行と推進
⑵更なる会費の加入促進及び一般会費増額に向けた取組み推進
⑶市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
⑷支え合いの体制づくり（旧在宅福祉情報システム事業の推進）
⑸ボランティア活動の充実強化
⑹介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑺「生活応援隊（生活支援ボランティア）」の推進
⑻法人後見事業の開始準備

6 茅ヶ崎市 平成26年度は、『第4次茅ヶ崎市地域福祉活動計画』の終期として「重点的な取り組み」に関連する市社協事業の推進及び地域福祉活動の支援を
平成25年度に引き続き、茅ヶ崎市や地区社会福祉協議会など関係機関・関係団体と連携して重点的に推進するとともに、次期計画である『第5次
茅ヶ崎市地域福祉活動計画』を『第3次茅ヶ崎市地域福祉計画』と一体化し策定します。

『第４次茅ヶ崎市地域福祉活動計画』の４つの「重点的な取り組み」
１　ミニデイ・サロンの開催推進
      障害児者、高齢者、子育て中の親など、地域の誰もが参加できる身近な交流の場として、ミニデイ・サロンの開催を推進します。
２　地区ボランティアセンター活動の推進
      地区にあるニーズと支援をつなぐ拠点、人や情報の交流の拠点として、地区ボランティアセンター活動を推進します。
３　困りごとを見過ごさない相談支援体制づくり
      一人ひとりの困りごとを見過ごさず、支えあえる網目の細やかなネットワークが地区を基盤としてできるよう、茅ヶ崎市の『第２期茅ヶ崎市
　　地域福祉計画』の重点プロジェクトである「コーディネーター配置事業」とのかかわりをもって取り組みます。
４　地域のみんなで子育てを支える場づくり
      子育てに対する理解を進め、交流の場の設置や協力者の育成などを進めます。

7 逗子市 市「福祉プラン」との一体化計画「第三次逗子市地域福祉活動計画の策定と地域安心生活サポート事業」、「ボランティアセンターと福祉教育推
進事業」、「総合相談援助事業」、「日常生活自立支援事業と成年後見事業」、「地域包括支援センター」、「社協会員・共同募金の増強と社協
認知度向上、自主財源確保方策の取組み」、「さくら貝サービス事業所」

8 三浦市 ・総合相談力充実
・三浦市地域福祉活動計画の着実なる実行
・福祉コミュニティの創造

9 秦野市 重点事業
①地域福祉活動計画の策定と推進
②地域福祉活動・ボランティア活動の推進
③地区社協活動への参加・支援
④生活困窮者自立支援法を視野に入れた今後の取組についての検討

10 厚木市 ・地区地域福祉推進委員会事業の支援
・ボランティアセンター機能の充実
・成年後見サポート事業の推進

11 大和市 ・第5次大和市社協地域福祉活動計画の推進及び進行管理
・まごころ地域福祉センター事業の積極的事業展開とデイサービスのサービス向上
・災害ボランティアセンターの基礎整備
・成年後見専門相談窓口の開設等成年後見制度普及啓発及び法人後見事業の実施

12 伊勢原市 ①ネットワークの推進、②成年後見制度の基盤整備、③福祉を支える人材の育成、④組織の基盤強化

13 海老名市 １．第４次地域福祉活動計画の策定
２．自主財源の確保と基金の効果的な運用
３．地区社協組織化推進と地域コミュニティ運営支援
４．総合的な権利擁護体制のしくみ
５．公共施設等巡回福祉車両「ぬくもり号」運行の充実と再編
６．介護保険制度改革に伴う介護保険事業の今後の取組
７．地域包括ケア（システム）に向けての研究
８．地域に根ざした介護保険事業の推進

№ 地域名 本年度最重点事業項目
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 １．基礎的事項

４) 基本理念・基本目標と本年度の最重点事業項目－３

14 座間市 ・地域人材の育成　・地域のネットワークづくりを支援　・地域サロンづくりを支援　・地区社会福祉協議会活動の支援

15 南足柄市 ①あんしんセンターの機能強化
②外部会計監査の実施
③小地域福祉活動の推進
④ボランティアの発掘
⑤地域福祉活動計画策定委員会の設置
⑥災害対策と支援体制の推進
⑦介護保険事業の推進
⑧居宅介護事業の推進
⑨事務環境の整備
⑩市行政との協働事業の推進

16 綾瀬市 平成26年度重点課題
１　第三次綾瀬市地域福祉活動計画の推進
２　総合相談事業の充実（地区社協と連携し相談事業の充実を図る）
３　住民参加による権利擁護事業の充実（市民後見事業実践研修の実施）
４　障害者支援の充実（障害者指定特定相談支援事業の実施）

17 愛川町 第２次地域福祉活動計画及びふれあいのまちづくり推進プラン（第４次社協発展計画）の実施（3年次）

18 清川村 ①住民が集える「場」づくりを支援し、住民相互の支え合い仕組みを構築する。
②小地域での助け合いを基盤としたボランティアの開拓に努める。
③住民が認知症について正しく理解し偏見のない地域社会を構築する。
④行政や関係諸機関等との広範なネットワーク作りを強化する。また、各種事業や住民との関わりを通じて福祉ニーズの把握に努める。
⑤講座の開催や広報誌の発行により福祉制度等の普及啓発に努める。また広報部会を通じて住民にわかりやすい広報誌を作成すると共に、住民の
福祉意識の変革を促す。
⑥移送サービス（福祉有償運搬サービス）を実施する事により公共交通機関を利用して外出する事が困難な方の手段を確保する。
⑦村内唯一の介護事業者（通所介護事業）であることを認識し、村ならではの特色を発揮したサービスを提供する。
⑧判断能力が不十分な高齢者や高齢者が安心して住み慣れた地域で生活を送ることが出来るよう、権利擁護事業の一層の充実を図る。
⑨プログラム評価の実施により、社協の事業活動を会員等に解り易く示す。

19 葉山町 1．孤立死や自殺、虐待やひきこもりなどの社会的孤立の問題、非正規労働者や生活保護世帯の増加などにみる経済的困窮の問題等のある方々の自
立に向けた生活相談の充実と福祉制度・施策に基づく包括的なサービス提供の充実
2．小地域を単位とする顔と顔の見える向こう三軒両隣的な関係づくり
3．住民の方々同士の助け合い活動を通して制度の谷間にある福祉問題を地域の方々と共に解決する

20 寒川町 ・法人後見事業の立ち上げ
・福祉有償運送事業の検討
・小地域福祉活動の推進、未実施地域への働きかけ、連絡会・研修会等の実施
・法人設立30周年記念事業の開催（座談会、記念表彰、アトラクション、記念誌の作成等）

21 大磯町 １町民や町内の社会福祉関係事業所へのニーズ調査を行う　２町立福祉センター「さざれ石」の指管理に伴う自主事業の実施　３高齢者向け配食
サービスの拡充　４社協の持つ相談機能の強化　５学童保育事業充実
各事業内容について振り返りを行い、時代の流れやニーズに即さない事業の再編や廃止を検討する。

22 二宮町 １．高齢者福祉を充実します
２．福祉等ボランティア活動を充実します
３．町社協の組織を強化します
４．生活支援ネットワーク事業の充実を図る

23 中井町 地域住民の参加による福祉力の向上。地域ぐるみの生活支援体制づくり

24 大井町 ●大井町社協発展・強化計画の策定

25 松田町 第2次松田町ふれあい計画の初年度としての進行管理

26 山北町 ①見守りネットワーク事業
②小地域サロン活動の設置推進
③新会計への移行準備

27 開成町 Ⅰ地区福祉活動推進部門～①自治会福祉活動支援の強化 ②地区別ふくし座談会の結果を反映・フィードバックした事業展開 ③高齢者生活実態調査
の実施
Ⅱ在宅福祉サービス部門～①ふくし移送サービス及び軽度生活援助事業の充実・強化 ②地域包括支援センターの着実な進展
Ⅲ法人運営部門～①自主財源としての会費増をめざした取り組みの強化

28 箱根町 「地域福祉理念」の普及
生活支援ボランティアの普及

29 真鶴町 ①地域住民の支え合う仕組みづくり
②ボランティアグループの活動支援
③総合相談事業の充実
④介護保険事業の安定供給、充実

30 湯河原町 社協の広報活動の充実と拡大。　自主財源の確保と寄附金の有効な活用。　福祉総合窓口相談の更なる充実。　役職員の福祉意識や資質の向上。
地域福祉活動計画進行。

№ 地域名 本年度最重点事業項目
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２．地域福祉推進部門
１）地域福祉活動計画・地域福祉計画・社協発展強化計画・他計画への参画－１

有
無

一
体
策
定
の

有
無 策定時期 計画期間

有
無

一
体
策
定
の

有
無 策定時期 計画期間

有
無 策定時期 計画期間

有
無 策定時期 計画期間

1 横須賀市 ○ 平成24年度
平成25年～

29年度

2 平塚市 ○ ○
平成24年～
平成25年

平成26年～30
年 ○ ○

平成24年～
平成25年

平成26年～30
年

3 鎌倉市 ○ 平成22年3月
平成22年～

35年度

4 藤沢市 ○ 平成24年度
平成25年～
平成27年 ○ 平成20年度

平成21年～
平成26年

5 小田原市 ○ 平成23年度
平成24年～
平成28年 ○ 平成23年度

平成24年～
平成28年

6 茅ヶ崎市 ○ 平成23年3月
平成23年～
平成26年 ○ 平成22年3月

平成22年～
平成26年 ○ 平成22年3月

平成22年～
平成26年

7 逗子市 ○ 平成24年３月
平成24年～26

年 ○ 平成21年３月
平成22年～26

年 ○ 平成24年３月
平成24年～

26年

8 三浦市 ○
平成22年～

26年
平成26年～30

年 ○
平成23年～27

年
平成27年～30

年 ○
平成22年～

26年 平成26年～

9 秦野市 ○
平成22年～

23年
平成24年～27

年 ○ 平成23年
平成24年～27

年

10 厚木市 ○ 平成25年度
平成26年～30

年 ○ 平成25年度
平成26年～30

年 ○ 平成25年度
平成26年～30

年

11 大和市 ○ 平成26年度
平成26～30年

度 ○ 平成26年度
平成26～30年

度

12 伊勢原市 ○ 平成24年度
平成25年度～
平成29年度 ○ 平成24年度

平成25年度～
平成29年度

13 海老名市 ○ 平成21年度
平成22年～

26年度 ○ 平成21年度
平成22年～

29年度

14 座間市 ○ 平成22年3月
平成22年～26

年 ○ 平成23年3月
平成23年～27

年

15 南足柄市 ○ 平成17年度
平成18年度～

27年度 ○ 平成23年度
平成24年度～

27年度

16 綾瀬市 ○ 平成26年3月
平成26年～30

年 ○ 平成26年3月
平成26年～30

年 ○ 平成26年3月
平成26年～

30年

17 愛川町 ○ ○ 平成24年3月
平成24年～28

年 ○ ○ 平成24年3月
平成24年～28

年 ○ 平成24年3月
平成24年～

28年

18 清川村 ○ 平成23年
平成24年～

26年

19 葉山町 ○ ○ 平成24年3月
平成24年4月
～29年3月 ○ ○ 平成25年3月

平成25年4月
～29年3月 ○ 平成24年3月

平成24年4月
～29年3月

20 寒川町 ○ 平成22年度
平成23年～

27年度 ○ 平成22年度
平成23年～

27年度

21 大磯町 ○ 平成26年3月
平成26年～28

年

22 二宮町 ○
平成23年7月
～24年11月

平成25年～
27年 ○

平成26年6月
～9月

平成26年～
27年

23 中井町 ○
平成26年4月

～
平成27年～31

年 ○
平成26年4月

～
平成27年～31

年

24 大井町 ○ ○ 平成24年度
平成25年～29

年 ○ ○ 平成24年度
平成25年～29

年

25 松田町 ○ ○
平成24年、

25年度
平成26年～

30年度 ○ ○
平成24年、25

年度
平成26年～30

年度

26 山北町 ○ 平成25年度
平成26年～30

年 ○ 平成26年度
平成27年～30

年

27 開成町 ○ ○ 平成22年度
平成23～27年

度 ○ ○ 平成22年度
平成23～27年

度 ○ 平成2２年度
平成２3年～

２7年度

28 箱根町 ○ 平成22年度
平成23～27年

度 ○ 平成22年度
平成23～27年

度 ○ 平成22年度
平成23年～

27年度

29 真鶴町 ○
平成24年1月
～24年3月

平成19年4月
～29年3月

30 湯河原町 ○ 平成23年度
平成24年～28

年

29 6 23 6 3 8

地域福祉計画 社協発展・強化計画

合　計

№ 地域名

地域福祉活動計画 地区社協等活動計画
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 ２．地域福祉推進部門

１）地域福祉活動計画・地域福祉計画・社協発展強化計画・他計画への参画－２

1 横須賀市

2 平塚市 地域福祉活動計画、地域福祉計画共に、一体的に策定した。

3 鎌倉市

次世代育成支援対策協議会委員
障害者福祉計画推進委員会委員等推進委員他、
高齢者保健福祉計画

4 藤沢市 ※次期策定は、藤沢市と一体的な策定を予定している

5 小田原市

6 茅ヶ崎市 障害者保健福祉計画、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画

7 逗子市

逗子市男女共同参画推進委員会　逗子市福祉プラン障害者福祉計画部会
逗子市福祉プラン推進協議会高齢者保険福祉計画部会
逗子市自立支援協議会　逗子市生涯学習推進会議

8 三浦市

9 秦野市 ・市健康づくり計画の進捗管理「健康はだの21推進委員会」

10 厚木市 障害者福祉計画策定、進捗状況の把握に参画

11 大和市 次世代育成、高齢者介護保険、障害福祉　各計画

12 伊勢原市

地域福祉活動計画と地域福祉計画策定時の住民アンケート及びヒアリングは合同で実施。重点など、基本的な枠組みは整合を取っている。
第6期高齢者保健福祉計画介護保険事業計画
子ども・子育て会議
地域福祉計画点検推進委員会
伊勢原市総合計画審議会
社会福祉審議会

13 海老名市

14 座間市
座間市福祉プラン
座間市障害福祉計画、座間市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

15 南足柄市 南足柄市のげんき計画、障害者保健福祉計画、地域福祉計画への参画、介護保険運営審議会への参画、市総合計画審議会への参画

16 綾瀬市

17 愛川町
町高齢者保健福祉計画　町障害者福祉計画　町介護保険事業計画
町障害福祉計画　町生涯学習推進プラン　男女共同参画基本計画

18 清川村 介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画、次世代育成支援事業計画、障がい者計画、障がい福祉計画に策定委員会委員とし参画

19 葉山町

地域福祉活動計画と地域福祉計画は次回より一体策定予定
障害者福祉計画（障害者計画及び障害者福祉計画の一体的策定）
介護保険事業計画・老人保健福祉計画（介護保険事業計画・老人保健福祉計画の一体的な作成）
各地区活動計画策定への支援（地域福祉活動計画と一体的に策定）

20 寒川町 障害者福祉計画  高齢者保健福祉計画

21 大磯町 障害者福祉計画　高齢者保健福祉計画

22 二宮町

23 中井町 策定中

24 大井町 生涯学習推進計画進行管理

25 松田町 基本理念、目標、施策体系などを統一し、進行管理委員会も共同で設置している。

26 山北町 平成30年からは、一体計画になる予定（策定は平成28年から予定）

27 開成町 開成町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

28 箱根町
町障害者計画、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の策定・進行管理に関する委員を事務局長が務めている。
地域福祉計画策定委員を事務局長が務めている。

29 真鶴町 町高齢者保健福祉計画　介護保険事業計画　町障害者計画　障害福祉計画　まち子ども・子育て支援事業計画

30 湯河原町 ・町総合計画審議会

備考
（他の行政計画策定・進行管理への参画状況・地区社協等活動計画策定と参画状況等）

№ 地域名
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 ２．地域福祉推進部門

２)小地域福祉活動推進組織

名　称 数 設置単位 占有拠点 活性化の秘訣（工夫）・展望等 市町村社協の支援内容

1 横須賀市 地区社協 18
概ね地区民児協や連合町
内会・自治会等の範囲

○
各地区社協に設置している地区ボランティアセンターや社会福祉
推進委員（定員1,993名）の委嘱など

研修会や情報交換会の実施な
ど

2 平塚市 地区社協 23
ほぼ小学校区
（地区民児協と同単位）

２３地区社協で地区社協部会を組織している。
２３年度から地域をブロックに分け、担当職員を張り付け、支援
を行っている。

・年２回地区社協向け研修会
開催
・地区社協概要作成（必要
時）
・年３回役員会、連絡会議
（会長会議）開催

3 鎌倉市 地区社協 9 民児協（一部を除く）

4 藤沢市 地区社協 14
市民センター又は公民館
のエリアなど

各地区社協連絡協議会を平成２２年６月に設置。情報の共有や共
通課題の検討などの場として、相互の連携を深めていく。

事業費助成等

5 小田原市 地区社協 26 26地区自治会連合会
活性化に向けて、地区社協活動を担う新たな人材の育成普及及び
活動拠点の整備が必要

事業費補助交付及び地区担当
職員制による支援

6 茅ヶ崎市 地区社協 12 自治会連合会 ○

職員の地区担当制
12地区の連絡協議会で情報交換、研修を実施。
全地区ボランティアセンターの設置。地区ボランティアセンター
連絡会を設け情報交換を実施。

助成・地区担当による助言

7 逗子市
地域安心生活サ
ポート事業見守り
サポーター組織

25 自治町内会エリア
見守りサポーターを募集し、地区特性に応じた活動を細かくサ
ポートする。

組織化と継続支援。

8 三浦市

9 秦野市 地区社協 7
自治会連合会（1地区の
み２つの連合会で構成）

地域部会や地区社協リーダーセミナーの実施等 職員の地区担当制

10 厚木市 地区地域福祉推進委員会 15 公民館 社協の地区担当職員の配置 人的、財政的支援

11 大和市 地区社協 11 地区民児協 ○
地区担当職員の配置。地区社協会長会、リーダーセミナー、ボラ
ンティア講座を連動させた内容で実施している。

地区担当による助言、研修会
の実施、助成金交付、地区社
協概要作成

12 伊勢原市

13 海老名市 地区社協 11
自治会(10),小学校区
（1）

○
ふれあいのまちづくり事業を経て発展的に組織化・
地区担当制（全課職員で地区社協担当）

運営・活動費の助成
事業活動への支援

14 座間市 地区社協 27 自治会
住民参加による地域自治推進を図る、地域福祉活動コーディネー
ターを育成する。

地域福祉活動助成

15 南足柄市 地域福祉会 34 自治会 住民の主体的福祉推進組織 補助金、出前講座等

16 綾瀬市 地区社協 14 自治会 ○ 地区社協活動マニュアルの発行　モデル事業の創設等 助成金・担当者配置

17 愛川町

18 清川村

19 葉山町
小地域福祉活動推
進組織

5 任意
町社協小地域福祉活動推進委員会への参画を得ている。地区社協
交流会・座談会の開催。

小地域福祉活動推進組織への
補助金交付、情報提供及び助
言

20 寒川町 小地域福祉活動 14 地区自治会 ○ 未実施地域に対しての働きかけを行っている
・助成金の交付
・出前講座、保険案内等

21 大磯町 地域福祉推進委員会 24 自治会
三世代交流のもちつき大会や、高齢者昼食会等の実施で、地域住
民の交流を深めている。

助成金の交付
講習会の企画・実施

22 二宮町 地区社協部会 11 自治会 連絡会の開催 会費の４０％を助成

23 中井町 小地域福祉活動推進事業 5 自治会単位 お年寄りから子どもまで、ふれあい交流活動 活動費の一部を助成

24 大井町
小地域福祉活動推
進組織

14 自治会
活動助成金の交付、職員派遣
（事業支援・情報提供な
ど）、事務支援（印刷）

25 松田町
小地域福祉活動推
進組織

23 自治会 回覧板の活用や担い手の発掘など 助成金や研修、情報提供など

26 山北町 地区福祉協議会 8 連合自治会 連絡会の開催、助成金

27 開成町 自治会福祉部 13 単位自治会
地区別ふくし座談会や地区別かいせい社協説明会等と絡めなが
ら、地域の福祉力を醸成し、当町らしい共助文化を創造

活動費の助成
地区担当職員の派遣　等

28 箱根町 地区社会福祉協議会 2 旧小学校区 小地域におけるサロン活動の展開を目指している。 活動資金助成,、事務局運営

29 真鶴町

30 湯河原町

365 6

№ 地域名

合　計

小地域福祉活動推進組織
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 ２．地域福祉推進部門
３)居場所づくり（ふれあいいきいきサロン・ミニデイなど）－１

名　称 設置数 設置主体 運営主体 対　象 担い手 運営財源
1 横須賀市 ふれあいサロン 150 地区社協 地区社協 高齢者

ふれあいサロン 2 地区社協 地区社協 高齢者と子ども

ふれあいサロン 4 地区社協 地区社協 高齢者と障害者

ふれあいサロン 3 地区社協 地区社協 高齢者を中心に誰でも

ふれあいサロン 2 地区社協 地区社協
高齢者と障害者を中心に
誰でも

ふれあいサロン 25 地区社協 地区社協 子どもと保護者

ふれあいサロン 21 地区社協 地区社協 対象者を限定せず誰でも

2 平塚市 サロン 16 地区社協 地区社協 各地区在住の高齢者等 地区社協 共同募金等

高齢者給食 22 地区社協 地区社協 一人暮らし等の高齢者等 地区社協 基金利息等

ミニデイ 1 ボランティアグループ ボランティアグループ 会員の高齢者 ボランティアグループ 会費・基金の利息等

認知症の介護者サロン 1 市社協 市社協他
認知症の方の介護者
（家族）

市社協他 共同募金等

3 鎌倉市 子育てサロン 57 主任児童委員 主任児童委員 子ども 子ども主任委員他 会費・共募他

障害児サロン 3 ボランティア ボランティア 障害児 ボランティア 会費・共募他

高齢者サロン 19 民生委員、自治会 民生委員、自治会 高齢者 ボランティア 会費・共募他

4 藤沢市
地域活動ホーム
一時預かり

1 市社協 市社協 障がい児・者 職員 市補助・共募

ふれあいセンター
一時預かりホーム

1 市社協 市社協 障がい児・者 職員 市委託事業収入

地域の縁側（交流ス
ペース）モデル事業
支援業務

3
地区ボランティアセンター
社会福祉法人
NPO法人

地区ボランティアセンター
社会福祉法人
NPO法人

※藤沢市が進める「地域の縁
側（交流スペース）事業」の
整備に向けたモデル実施事業
の支援を行う。

職員 市委託事業収入

5 小田原市 サロン 53 地区社協 地区社協
高齢者・障害者・児
童・子育て親子

地区社協役員
会費・地区社協・市社協
（初年度のみ）

6 茅ヶ崎市 ミニデイ・サロン 92
地区社協、民生委
員、自治会、ボラ
ンティア、その他

地区社協、民生委
員、自治会、ボラン
ティア、その他

高齢者、障害者、児
童、子育て中の親と
子など

地区社協、民生委員、自治
会、ボランティア、その他

会費、助成金等

7 逗子市 サロン 27
ボランティア、自
治会

ボランティア、自治
会

地域住民 ボランティア、自治会 自己財源

サロン久木 1 市社協 ボランティア、自治会 地域住民 民生委員児童委員 自己財源

子育てＲＯＯＭ陽だ
まり

1 市社協 市社協 乳幼児とその親
社協・民生委員児童委員・
ボランティア

社協財源

8 三浦市 高齢者ふれあいサロン 1 三浦市 社協 高齢者 社協職員 市委託料

高齢者いきいきサロン 1
高齢者ふれあいセ
ンター

社協 高齢者 包括センター 市委託料

わいわいキャベツっ子 1 市体育館 社協 障害児 ボランティア 社協

きらきらキッズ 1 市体育館 社協 幼児、児童、親 社協職員 社協

9 秦野市 子育てサロン 11
民児協・地区社協・ボ
ランティアグループ

民児協・地区社協・ボ
ランティアグループ

未就園児とその親
民生委員・地区コーディネー
ター・自治会役員・ボランティア

地区社協部会活動費及び民
生委員活動費

いきがい型デイサー
ビス

6 市 市・市社協
介護保険サービス対
象者以外の高齢者

ボランティア 市の委託費

ミニデイサービス 6 市
運営委員会・地区社
協

介護保険サービス対
象者以外の高齢者

ボランティア 市の委託費

ふれあい・いきいき
サロン

40 自治会・地区社協 自治会・地区社協 自治会内の高齢者
民生委員・地区コーディネー
ター・自治会役員・ボランティア

会費及び市の助成金

なつめ 1
社会福祉法人常成
福祉会

社会福祉法人常成福
祉会

障害者とその家族 社会福祉法人常成福祉会 法人の自主財源

10 厚木市 ミニデイサービス 119
地区地域福祉推進
委員会

地区地域福祉推進委
員会

高齢者
自治会長、民生委員、ボラ
ンティア等

市、市社協交付金

子育てサロン 15
地区地域福祉推進
委員会

地区地域福祉推進委
員会

子育て中の親と子 民生委員、ボランティア等 市、市社協交付金

森の里ふれあい喫茶
室

1
地区地域福祉推進
委員会

地区地域福祉推進委
員会

地区住民 民生委員、ボランティア等 市、市社協交付金

ワンコインカフェ 1
地区地域福祉推進
委員会

地区地域福祉推進委
員会

地区住民 民生委員、ボランティア等 市、市社協交付金

11 大和市 ミニサロン 34 地区社協 地区社協 地区住民 ボランティア 地区社協活動費

12 伊勢原市 さわやかサロン 1 ボランティア ボランティア 脳血管障害者 ボランティア 参加費・助成金

東成瀬子育てサロン 1 市社協 市社協 未就学児童と親 民生委員、社協職員 社協会費

ミニディ・サロン 32 ボランティア ボランティア 高齢者
ボランティア､民生委員､自
治会役員

助成金・参加費

ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽ(伊勢原/
比々多)

2 ボランティア ボランティア 未就学児童と親 子育てｻﾎﾟｰﾀｰ 助成金

子育てｽﾍﾟｰｽきらきら 1 ボランティア ボランティア 未就学児童と親 ボランティア 団体自主財源・参加費

あいぽっけ 1 ボランティア ボランティア 精神障害者 ボランティア 助成金・参加費

大山高部屋保育クラブ 1 民生委員 民生委員 対象地域の児童と親 民生委員 助成金・参加費

13 海老名市 サロン 11
ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ・地区
社協・社協 他

ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ・地区
社協・社協 他

高齢者を中心として
地域住民誰でも

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・民生委員・自治
会・老人ｸﾗﾌﾞ 他

コミュニティセンター経費･
社協助成金

茶話会 4
自治会・地区社協・民
生委員・社協 他

自治会・地区社協・民
生委員・社協 他

高齢者を中心として
地域住民誰でも

民生委員・自治会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 他 社協助成金

常設サロン 2 自治会 運営委員会
高齢者を中心として
地域住民誰でも

地域ボランティア 社協助成金

居場所づくり

№ 地域名

民生委員児童委員
主任児童委員

社会福祉推進委員
町内会・自治会関係者

婦人会関係者
ボランティア

地区社協自主財源
町内会・自治会費

参加者負担金
※サロンによって異なる
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 ２．地域福祉推進部門

３)居場所づくり（ふれあいいきいきサロン・ミニデイなど）－２

名　称 設置数 設置主体 運営主体 対　象 担い手 運営財源
14 座間市 おしゃべりサロン 1 地区社協 地区社協 高齢者他 地区社協 地区社協活動費

わかば会 1 地区社協 地区社協 高齢者他 地区社協 地区社協活動費

ラッコの「わ」 1 ボランティア ボランティア 高齢者他 ボランティア 社協

ゲームサロン 1 地区社協 地区社協 高齢者他 地区社協 社協

ふれあいサロン 1 地区社協 地区社協 高齢者他 地区社協 社協

サロン 2 地区社協 地区社協 高齢者他 地区社協 地区社協活動費

15 南足柄市 縁側みなみ 1 ボランティア ボランティア
高齢者・障害者・子
育て中の母

ボランティア 会費他

サロン 15 地域福祉会 地域福祉会 自治会住民 地域福祉会員等 会費等

16 綾瀬市 ふれあいいきいきサロン 13 地区社協 地区社協 高齢者・子育て世帯 地区社協 市社協補助金

ミニサロン 2 市 地区社協 ６５歳以上の高齢者 地区社協 市委託金

いこいの家 2 市 地区社協 地域住民 地区社協 市委託金

17 愛川町 高齢者サロン 12 地域住民 地域住民 高齢者 民生委員、ボランティア 社協及び自治会補助金、参加費

ミニデイサービス 1 町 町社協
６５歳以上の虚弱高
齢者

非常勤職員、ボランティア 町委託金

あおぞら会 4 ＪＡ県央愛川 ＪＡ県央愛川 高齢者 協力会員

障害児サロン 1 町社協 町社協
養護学校に通う小中学生
（夏・春休期間）

非常勤職員、ボランティア 共募、基金

18 清川村 ふれあいの日紡ぎの集い 1 ボランティア ボランティア 地域の全住民 ボランティア 自主財源

身体障害者サロン活動 1 村社協 村社協 地域の身体障害者 社協職員、当事者 社協

知的障害者サロン活動 1 村社協 村社協 地域の知的障害者 社協職員 社協

19 葉山町
ふれあいいきいきサ
ロン

9
町内会、VG、小地
域福祉活動推進組
織、ＮＰＯ

VG、小地域福祉活
動推進組織、ＮＰ
Ｏ

高齢者・障害者・子
育て中の親など

ボランティア・民生委員な
ど

町社協助成金、自主財源、参
加費など

生きがいミニデイ
サービス

20 町社協
VG、小地域福祉活動
推進組織、町内会など

概ね６０歳以上の高
齢者

ボランティア・町内会・地
区社協・民生委員など

町社協委託金、自主財源、参
加費など

20 寒川町 ふれあいいきいきサロン 2 町社協 町社協 障害者、子育て 職員、ボランティア 会費等

サロンハートぽっぽ 1 ボランティア ボランティア 精神障害者 ボランティア等 助成金、参加費等

つっかいぼう 1 ボランティア ボランティア 高齢者 ボランティア 参加費等

コロコロサロン 1 ボランティア ボランティア 子育て ボランティア 助成金、参加費等

21 大磯町 ミニデイサービス 1 町社協 町社協 高齢者 ボランティア 社協会費・共募

ふれあいサロン 1 町社協 町社協 高齢者 ボランティア 社協会費・共募

22 二宮町 ミニデイサービス 14 地区社協部会 地区社協部会
65歳以上の高齢者で
介護度1以下

地区社協部会、Vr,社協臨
時職員

町補助金、共同募金

サロン 7 地区社協部会 地区社協部会 高齢者 地区社協部会 会員会費

23 中井町 古怒田オレンジ会 1 ボランティア ボランティア 古怒田自治会員 ボランティア 会費

宮向自治会サロン 1 ボランティア ボランティア 宮向自治会員 ボランティア 会費

宮原自治会サロン 1 ボランティア ボランティア 宮原自治会員 ボランティア 自治会費等

ふれあい広場 1 ボランティア ボランティア 下井ノ口自治会員 ボランティア 自治会費等

久所自治会サロン 1 ボランティア ボランティア 久所自治会 ボランティア 会費

24 大井町 高齢者支援事業 2
小地域福祉活動推
進組織

小地域福祉活動推
進組織

高齢者
推進組織役員・ボランティ
ア

社協・自主財源

子育てサロン・子育
て応援隊等

3
小地域福祉活動推
進組織

小地域福祉活動推
進組織

若年子育て層の親子
推進組織役員・ボランティ
ア

社協・自主財源

25 松田町 生きがいデイサ-ビス 4 町 町社協
介護保険適用外の65
歳以上

社協職員、ボランティア 町委託金

地域の茶の間 15 自治会等 自治会等 地域住民 ボランティア 自治会補助等

26 山北町 いきいきサロン 1 町社協 町社協 一般 職員・ボランティア 個人負担

27 開成町
ふれあい・いきいき
サロン

13 自治会 自治会福祉部
高齢者、障がい児者、子
育て中の親子　等

自治会福祉部員
ボランティア

自治会助成金
町社協助成金

28 箱根町 やまゆり会 2
地域有志のボラン
ティア

ボランティアによ
る自主運営

地域の高齢者等 地域有志のボランティア 活動資金助成及び参加費

畑宿お茶べり会 1
地域有志のボラン
ティア

ボランティアによ
る自主運営

地域の高齢者等 地域有志のボランティア 自治会

宮ノ下サロン 1 老人会
ボランティアによ
る自主運営

地域の高齢者等 老人会員 老人会

29 真鶴町 さわやかマナヅル事業 1 町社協 町社協 在宅高齢者 社協職員、ボランティア 利用料、社協自主財源、共募

30 湯河原町 昼食会（各会館） 5 町社協 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・社協 ひとりぐらし高齢者
民生委員
個人ボランティア

参加費・社協

ＳｕｎSunクラブ
(レスパイト事業）

1 町社協 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・社協
知的障がい児（小学
生から中学生）

社協職員
個人ボランティア

参加費・社協

いきいきサロン 1 町社協 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・社協 65歳以上の高齢者
民生委員
個人ボランティア

参加費・社協

972

№ 地域名

居場所づくり

合　計
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 ２．地域福祉推進部門

４）当事者組織の運営支援

1 横須賀市

2 平塚市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

原爆被災者

3 鎌倉市
○ ○ ○ ○ ○

4 藤沢市
○ ○ ○

5 小田原市
○ ○ ○

6 茅ヶ崎市
○ ○ ○ ○ ○ ○

自閉症児親の会

7 逗子市
○ ○ ○ ○ ○

8 三浦市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 秦野市
○ ○ ○ ○ ○

被爆者の会、傷痍軍人会

10 厚木市
○ ○ ○ ○

11 大和市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 伊勢原市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 海老名市
○ ○ ○ ○ ○ ○

14 座間市
○ ○ ○ ○ ○

15 南足柄市
○ ○ ○ ○

16 綾瀬市
○ ○ ○ ○

17 愛川町
○ ○ ○ ○

18 清川村

19 葉山町
○ ○

20 寒川町
○ ○ ○

障害者スポーツの会

21 大磯町
○ ○ ○ ○

22 二宮町
○ ○ ○

老人クラブ連合会

23 中井町
○ ○ ○ ○ ○

中井町老人クラブ連合会

24 大井町
○ ○

障がい者スポーツサークル

25 松田町
○ ○

26 山北町
○ ○ ○

27 開成町
○ ○ ○

老人クラブ連合会

28 箱根町
○ ○ ○

29 真鶴町
○ ○

30 湯河原町
○ ○ ○ ○

2 5 16 5 6 23 27 1 17 4 7 7 2 8
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児
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庭
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障
害
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家
族
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会

№ 地域名
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 ２．地域福祉推進部門

５）研修・講座・調査・広報啓発事業－１

1 横須賀市
○ ○

2 平塚市
○ ○ ○ ○

3 鎌倉市
○

4 藤沢市
○ ○ ○ ○ ○ ○

民生委員に依頼する見舞金該当世帯調査

5 小田原市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

要保護世帯調査

6 茅ヶ崎市
○ ○ ○ ○

7 逗子市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 三浦市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 秦野市
○ ○ ○ ○

10 厚木市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 大和市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 伊勢原市
○ ○ ○

 市民活動団体状況調査

13 海老名市
○ ○ ○ ○

ガイドヘルパー養成研修

14 座間市
○ ○ ○ ○ ○

15 南足柄市
○ ○ ○ ○ ○ ○

車いす基本操作など出前講座の実施

16 綾瀬市
○ ○ ○ ○ ○ ○

17 愛川町
○ ○ ○ ○

18 清川村

19 葉山町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 寒川町
○ ○ ○

21 大磯町
○ ○

22 二宮町
○ ○

23 中井町
○ ○ ○ ○

24 大井町
○

25 松田町
○ ○ ○

26 山北町
○ ○ ○ ○ ○

27 開成町
○ ○ ○ ○ ○

28 箱根町
○

29 真鶴町

30 湯河原町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 21 13 13 11 18 6 20 7 4 3 1 7 5

地
域
福
祉
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タ
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養
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 ２．地域福祉推進部門

５）研修・講座・調査・広報啓発事業－２

有
無

発
行
回
数
／
年

住
民
配
布
方
法

1 横須賀市
○ 4 全戸 行政センター 学校 地区ボラセン ○

2 平塚市
○ 3 自治会加入世帯 公民館 市役所・図書館 学校 ○

3 鎌倉市
○ 4 全戸 公共機関 老人福祉センター 商工会議所 ○

4 藤沢市
○ 3 公的窓口等へ配架 近隣の高校・大学 福祉施設 図書館 ○

5 小田原市
○ 4 自治会加入世帯 行政各関係機関 学校関係 福祉施設

6 茅ヶ崎市
○ 3 自治会加入世帯 公共機関 駅 福祉施設 ○

7 逗子市
○ 16 全戸 各公共機関 各関係団体 各自治会町内会 ○ 〇

8 三浦市
○ 6 全戸 学校 行政 公的機関 ○ ○

9 秦野市
○ 4 新聞折込 市役所各部署 公共機関窓口 会員（住民会員は除く） ○

10 厚木市
○ 4 自治会加入世帯 市町村社協 賛助会費納入法人 ○

11 大和市
○ 6 自治会加入世帯 行政関係機関 金融機関 ○

12 伊勢原市
○ 5 新聞折込 行政窓口 市内各公民館 ロビー、窓口

13 海老名市
○ 3 全戸 市役所 コミュニティーセンター 郵便局・病院 ○

14 座間市
○ 5 新聞折込 市内公共施設 市内小・中・高等学校 福祉団体・施設等 ○

15 南足柄市
○ 4 自治会加入世帯 学校 賛助会員 郵便局 ○

16 綾瀬市
○ 4 全戸 公共施設 特別賛助会員事業所 ○ ○

17 愛川町
○ 6 全戸 愛川町福祉センター 自治会 社協特別会員 ○ ○

18 清川村
○ 12 自治会加入世帯 商店、事業所 公的機関

19 葉山町
○ 4 新聞折込 ○ 〇 ○

20 寒川町
○ 6 全戸 役場 各公共施設 駅 ○ ○

21 大磯町
○ 4 全戸 福祉センター 町役場 図書館 ○

22 二宮町
○ 4 全戸 特別会員 ○ ○

23 中井町
○ 7 全戸 特別会員 ○

24 大井町
○ 6 自治会加入世帯 賛助会員 公共施設 病院 ○

25 松田町
○ 4 全戸 全世帯 役場 ○

26 山北町
○ 12 全戸 役場 賛助会員 広報誌記載企業 ○

27 開成町
○ 12 自治会加入世帯 一般会員（団体） 賛助会員 公共施設等 ○

28 箱根町
○ 3 新聞折込 町回覧 関係機関窓口への配架 ○

29 真鶴町
○ 5 自治会回覧 賛助会員 寄付者 公共機関 ○

30 湯河原町
○ 3 全戸 行政窓口 図書館 ○ ○

30 166 8 3 25合　計

機関紙・広報誌等
社
会
福
祉
大
会
の
開
催

その他主な配布先(3つまで)

№ 地域名

ブ
ロ
グ
の
有
無

フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ

ク

の
有
無
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 ２．地域福祉推進部門

６）事務局を担当する団体－１

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

1 横須賀市
○ ○ ○ ○ ○

2 平塚市
○ ○

3 鎌倉市
○ ○

4 藤沢市
○ ○ ○ ○ ○

5 小田原市
○ ○ ○ ○ ○ ○

6 茅ヶ崎市
○ ○ ○ ○

7 逗子市
○ ○

8 三浦市
○ ○ ○ ○

9 秦野市
○ 〇 ○ ○ ○

10 厚木市
○ ○ ○ ○ ○

11 大和市
○

12 伊勢原市
○ ○ ○ ○ ○

13 海老名市
○ ○ ○ ○

14 座間市
○ ○ ○ ○ ○ ○

15 南足柄市
○ ○ ○ ○ ○

16 綾瀬市
○ ○ ○ ○ ○ ○

17 愛川町
○ ○ ○ ○ ○ ○

18 清川村
○ ○ ○

19 葉山町
○ ○

20 寒川町
○ ○ ○ ○

21 大磯町
○ ○

22 二宮町
○ ○ ○ ○ ○

23 中井町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 大井町
○ ○ ○ ○

25 松田町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 山北町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 開成町
○ ○ ○ ○ ○ ○

28 箱根町
○ ○ ○

29 真鶴町
○ ○ ○ ○ ○

30 湯河原町
○ ○ ○

13 0 1 4 0 0 6 0 0 4 0 1 6 0 0 12 0 0 18 0 1 4 1 1 30 29

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

母
子
福
祉
関
係
団
体

軍
人
遺
族
会

民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会

高
齢
者
福
祉
関
係
団
体

障
害
者
福
祉
関
係
団
体

共
同
募
金
会
支
会
・
分
会

と
も
し
び
推
進
協

社　協　が　事　務　局　を　担　う　団　体　の　有　無

合計

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
連
絡
協
議
会

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク№ 地域名
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 ２．地域福祉推進部門

６）事務局を担当する団体－２

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

業
務
委
託
契
約
締
結

事
務
費
の
確
保

団
体
名
称

1 横須賀市
○

 

2 平塚市
○ ○

ひらつか地域介護システム会議

3 鎌倉市  

4 藤沢市
○ ○ ○

 更生保護女性会

5 小田原市
○

 

6 茅ヶ崎市
○ ○

茅ヶ崎市災害救援ボランティア支援センター

7 逗子市  

8 三浦市  

9 秦野市  

10 厚木市  

11 大和市
○

 

12 伊勢原市  

13 海老名市
○

 

14 座間市  

15 南足柄市  

16 綾瀬市
○ ○

 

17 愛川町  

18 清川村  

19 葉山町
〇

　

20 寒川町
○

福祉団体協議会

21 大磯町
○

湘南ウエスト大磯二宮介護保険事業者連絡会

22 二宮町  

23 中井町
○ ○

 

24 大井町  

25 松田町
○

 内部疾患団体

26 山北町
○ ○

 

27 開成町  

28 箱根町
○

 ボランティアグループ寄せ木の会

29 真鶴町  

30 湯河原町  

2 0 0 2 0 0 1 0 0 9 0 1 7 0 0合計

地
区
社
協
連
絡
協
議
会

№ 地域名

社　協　が　事　務　局　を　担　う　団　体　の　有　無

父
子
福
祉
関
係
団
体

児
童
福
祉
関
係
団
体

日
本
赤
十
字
社

そ
の
他
福
祉
関
係
団
体
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 ２．地域福祉推進部門

７）社協運営型住民参加型在宅福祉サービス

1 横須賀市

2 平塚市

3 鎌倉市

4 藤沢市

5 小田原市

6 茅ヶ崎市

7 逗子市 フレンドリーヘルパー派遣事業 家事援助・乳幼児宅での預りや通園補助 141 人　 79 人　

8 三浦市

9 秦野市

10 厚木市 しあわせライフサービス ホームヘルプサービス 44 人　 25 人　

11 大和市

12 伊勢原市 やすらぎサービス事業 家事援助、通院介助等 366 人　 59 人　

13 海老名市 移送サービス(セダン型) 87 人　 27 人　

14 座間市 にこにこサービス事業、ファミリーサポート事業

にこにこ（高齢者や障がい者、ひとり親家庭
等、日常生活で支援が必要な方に対する支援事
業）
ファミリー・サポート事業（保育園、幼稚園、
小学校及び児童ホーム前後の預かりや送迎等） 336 人　 125 人　

15 南足柄市

住民参加型生活支援事業 生活支援（家事等） 5 人　 5 人　

住民参加型移動支援事業 自家用車による送迎 44 人　 15 人　

あいかわ福祉サービス協会 家事援助・身体介助 24 人　 32 人　

送迎サービス事業 病院等への送迎 49 人　 10 人　

18 清川村

19 葉山町

20 寒川町 サポートさむかわ（有償ボランティアによる生活支援） 掃除、草とり等、ヘルパーの仕事と重複しない内容 95 人　 36 人　

21 大磯町

22 二宮町 生活支援ネットワーク事業 日常生活のちょっとした困りごとへの手伝い 109 人　 59 人　

23 中井町

移送サービス
福祉車両を使用し、公共交通機関が利用困難な
高齢者等を有償で病院・福祉施設へ送迎する。 62 人　 12 人　

レスパイトサービス

障がい児者の保護者の息抜き・休息を目的に、
夏・冬・春休みの間の月・水・金曜日、学校の
体育館・プール等を会場に、障がい児者のデイ
サービスを実施する。 24 人　 48 人　

あいあいサービス（高齢者日常生活支援サービス）

ちょっとした困りごと（電球交換等）を有償で
行うサービス。平成２３年度からは、買い物支
援も拡大して実施。 19 人　 9 人　

25 松田町

26 山北町 　

ふくし移送サービス
福祉車両を使用し、高齢者等を有償で病院・福
祉施設へ送迎する。 13 人　 4 人　

軽度生活援助事業

町内に住所を有する65歳以上の高齢者のみの
世帯で日常生活上の援助を必要とする方を対象
に
⑴外出・散歩の付き添いなど外出時の援助
⑵食材・生活用品等の買い物
⑶食事に関する調理・調理指導
等の軽易な日常生活上の援助を行う 9 人　 3 人　

レスパイトサービス

障がい児者の保護者の息抜き・休息を目的に、
夏休み期間中に、知的障がい児等を一時的に預
かる 7 人　 35 人　

ミニデイサービス「ふれあい金曜日」

町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢
者がつどい、楽しいひとときを過ごしながら仲
間作りをするミニデイサービスを開催する 18 人　 12 人　

28 箱根町

29 真鶴町

30 湯河原町

1,452 人　 595 人　

協力会員数地域名№

綾瀬市16

合　計

事　業　名 利用会員数提供するサービス

愛川町17

大井町24

開成町27
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 ２．地域福祉推進部門

８）ボランティアセンターの状況（職員、ボランティア状況）－１

把握
団体数

把握
人数 数 設置単位

1 横須賀市 4 2 1 5 201 118 5,203 17 地区社協

2 平塚市 3 3 3 338 101 2,507

3 鎌倉市 1 1 1 ￣　 50 1,296 5 地区社協

4 藤沢市 7 7 7 281 98 2,962 10 地区社協

5 小田原市 3 1 3 382 109 3,870 1 地区社協

6 茅ヶ崎市 2 2 2 341 48 1,838 12 地区社協

7 逗子市 3 2 3 263 66 1,335

8 三浦市 2 2 2 56 28 663

9 秦野市 1 1 1 2 137 104 5,553 1 地区社協

10 厚木市 6 1 6 59 60 2,171

11 大和市 5 5 2 7 258 56 1,195 3 地区社協

12 伊勢原市 2 2 2 134 93 4,538

13 海老名市 4 2 4 270 71 1,359

14 座間市 2 1 2 359 57 1,298

15 南足柄市 3 3 3 127 19 268

16 綾瀬市 3 3 3 97 48 1,489 3 地区社協

17 愛川町 1 1 1 54 68 1,688

18 清川村 1 1 1 24 5 70

19 葉山町 3 3 3 265 58 1,964

20 寒川町 2 2 2 141 13 320

21 大磯町 2 2 2 30 33 496

22 二宮町 1 1 1 44 47 1,009

23 中井町 1 1 1 7 10 228

24 大井町 1 1 1 146 2 54

25 松田町 1 1 1 36 11 169

26 山北町 1 1 1 5 7 107

27 開成町 1 1 1 25 80 1,500

28 箱根町 1 1 1 22 10 139

29 真鶴町 1 1 1 ￣　 3 52

30 湯河原町 1 1 1 106 10 235

69 56 4 73 4,208 1,483 45,576 52

合
　
　
計

ボランティア把握状況

地区
ボランティアセンター

職員

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
業
務
を

担
当
す
る
職
員

内
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト

・
相
談
を
行
う
職
員

そ
の
他
（

所
長
等
）

合　計

個
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

把
握
数 団体ボランティア把握数

№ 地域名
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 ２．地域福祉推進部門

８）ボランティアセンターの状況（職員、ボランティア状況）－２

1 横須賀市
○ ○ ○ ○ ○ ○

2 平塚市
○ ○ ○ ○ ○

3 鎌倉市
○ ○ ○

4 藤沢市
○ ○ ○ ○

5 小田原市
○ ○ ○ ○ ○ ○

6 茅ヶ崎市
○ ○ ○ ○ ○

7 逗子市
○ ○ ○ ○

8 三浦市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 秦野市
○ ○ ○ ○ ○

10 厚木市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 大和市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 伊勢原市
○ ○ ○ ○ ○

13 海老名市
○ ○ ○ ○

14 座間市
○ ○ ○ ○ ○ ○

15 南足柄市
○ ○ ○ ○ ○ ○

16 綾瀬市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 愛川町
○ ○ ○ ○ ○ ○

18 清川村
○ ○ ○ ○ ○

19 葉山町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 寒川町
○ ○ ○ ○ ○ ○

21 大磯町
○

22 二宮町
○ ○

23 中井町
○ ○ ○

24 大井町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 松田町
○ ○ ○ ○ ○ ○

26 山北町
○ ○ ○ ○ ○ ○

27 開成町
○ ○ ○ ○

28 箱根町
○ ○ ○

29 真鶴町
○ ○

30 湯河原町
○ ○ ○

22 8 18 2 27 22 23 19 8合　計

ボランティアセンター(コーナー)
設置

(ボラセンが
無い場合)
機能の有無

有
無№ 地域名

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー

運
営
委
員
会
の
有
無

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

推
進
連
絡
協
議
会
の
有
無

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
（

団
体
）

連
絡
協
議
会
の
有
無

対象

福
祉
分
野
以
外
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
グ
ル
ー

プ
・
団
体

（

法
人
格
の
な
い
も
の
）

福
祉
分
野
を
主
た
る
活
動

分
野
と
す
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
等

教
育
、

ま
ち
づ
く
り
、

災

害
等
、

福
祉
関
係
者
や
社

協
と
密
接
に
関
連
し
て
活

動
し
て
い
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
等

福
祉
関
係
者
や
社
協
と
は

日
頃
関
わ
り
を
も
た
な
い

活
動
を
行
っ

て
い
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
等
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 ２．地域福祉推進部門

９）災害対応への取り組み－1

社協が位置
付けられて

いるか 社協の役割

社協が位置
付けられて

いるか 計画の名称と社協の役割

1 横須賀市 ○
災害時ボランティアセンターの設置・運営

○
よこすか高齢者保健福祉計画
地域福祉推進のための連携・協力

2 平塚市 ○

ア 市が行う被災者の応急救護対策への協力
イ 市及び自主防災組織が行うボランティア活動の支援
ウ ボランティア団体が行うボランティア活動の支援
エ その他、被災者の生活援護

3 鎌倉市 ○
ボランティアの募集・受入れ、作業配分等活動全般に
関する事務

4 藤沢市 ○
災害支援ボランティアセンターの運営

5 小田原市 ○
災害ボランティアセンターの運営

6 茅ヶ崎市 ○

平常時における災害ボランティアセンターの設置運営
訓練、体制づくりの協力。災害時における災害ボラン
ティアセンターの設置運営への協力。

7 逗子市 ○
災害救援ボランティアセンターの設置

8 三浦市 ○
災害ボランティアセンター設置

9 秦野市 〇
災害ボランティアセンターの立ち上げ

10 厚木市 ○
市と連携し、災害ボランティアセンターを設置・運営

11 大和市 ○
一般ボランティアの受け入れ

○
地域福祉計画　コーディネート・個別支援活動・
課題解決活動

12 伊勢原市 ○

①災害ボランティアセンターの運営
②ボランティア組織との連携調整
③生活福祉資金の貸付

13 海老名市 ○
災害救援ボランティアセンターの開設・運営

14 座間市 ○
災害救援ボランティアセンター設置運営

15 南足柄市 ○
災害ボランティアセンターの設置

16 綾瀬市 ○
災害ボランティアセンターの設置

○
地域福祉計画

17 愛川町 ○
災害時職員動員配備・災害ボランティアセンターの設
置運営

18 清川村 ○
災害ボランティアセンターの立ち上げ協力
ボランティアコーディネーターの養成等

19 葉山町 〇
災害ボランティアセンターの設置主体、生活福祉基金
の貸付

20 寒川町 ○

災害ボランティアの体制づくり支援

21 大磯町 ○
災害ボランティアセンターの運営

○
大磯町地域防災計画

22 二宮町 ○
災害支援ボランティアセンターの設置

23 中井町 ○
災害要支援者の支援、災害ボランティアセンター支援

24 大井町 ○
災害ボランティアセンターの設置・運営

25 松田町 ○
災害救援ボランティアセンターの設置運営

26 山北町 ○
町福祉課と連携して災害ボランティアセンターの設
置・運営

27 開成町 ○
災害ボラティアセンターの設置・運営

28 箱根町 ○

災害ボランティアセンターの設置・運営

29 真鶴町 ○
避難・援護班、避難所班

30 湯河原町 ○
ボランティアセンターの設置・運営

30 4合　計

地域防災計画 その他の行政計画
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 ２．地域福祉推進部門

９）災害対応への取り組み－2

有無 協定先

1 横須賀市 ○ ○ ○
横須賀市

2 平塚市 ○ ○
平塚市

3 鎌倉市 ○ ○ ○
鎌倉市・鎌倉青年会議所

4 藤沢市 ○ ○ ○

藤沢市
藤沢災害支援ボランティ
アネットワーク（FSV）

釜石市から被災当時の行政担当者（防災危機管理課長）、町内会副会
長、市社協職員を招き、藤沢市鵠沼地区町内会自治連会長、鵠沼地区
社協会長とパネルディスカッションを行う。（市民に公開）

5 小田原市 ○ ○

6 茅ヶ崎市 ○ ○ ○
茅ヶ崎市

7 逗子市 ○ ○
災害救援ボランティアセンター設置運営訓練の実施

8 三浦市 ○ ○
三浦市・
三浦地域資源ユーズ株式会社

9 秦野市

10 厚木市 ○ ○ ○
厚木市

11 大和市 ○

12 伊勢原市 ○
災害ボランティア支援センター設置運営訓練（年1回）、子ども防災
講座（年1回）、普通救命講習会、災害ボランティア養成研修

13 海老名市 ○

14 座間市 ○ ○ ○
座間市安全防災課 災害救援ボランティアセンター立ち上げ運営訓練（自主訓練）

15 南足柄市 ○
ネットワーク連絡会の開催

16 綾瀬市 ○ ○ ○

・綾瀬市
・綾瀬防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ
・綾瀬市赤十字奉仕団
・綾瀬市ボランティア連絡会

・綾瀬市災害時ボランティア関連団体連絡会
　定例会参加（隔月）　災害ボランティアセンター設置運営マニュア
ルの作成

17 愛川町 ○ ○

災害ボランティアセンターの設置運営マニュアルの作成および設置運
営訓練
災害ボランティアコーディネーター育成講座

18 清川村 ○

19 葉山町 〇 〇

葉山町 葉山災害ボランティアセンターの設置・運営指針の策定、葉山町社協
役職員行動マニュアル策定、葉山災害ボランティアセンター設置運営
訓練

20 寒川町 ○ ○ ○
寒川町 さむかわ災害ボランティアネットワーク支援

21 大磯町 ○ ○
大磯町

22 二宮町 ○ ○
二宮町

23 中井町 ○ ○
災害ボランティアセンター立上げ、運営訓練

24 大井町 ○
災害ボランティアセンター設置に関する協定の締結に向けた町当局と
の調整

25 松田町 ○ ○ ○
松田町 上地区社協合同の訓練、県市総合防災訓練

26 山北町 ○

27 開成町 ○ ○

28 箱根町 ○ ○ ○
箱根町

29 真鶴町

30 湯河原町 ○ ○
湯河原町

22 21 16

行政の防災
訓練への参
加の有無

災害に関す
るマニュア
ル・指針の

有無

合　計

災害に関する協定

その他の取り組み項目
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 ２．地域福祉推進部門

10）日常生活自立支援事業等・権利擁護関係事業の実施状況

1 横須賀市 ○
養成研修、登録管理　等

2 平塚市 ○ ○
市民後見人養成講座（実践研修）

3 鎌倉市 ○ ○
無料福祉法律相談（月1回）

4 藤沢市 ○ ○
市民後見人の養成及び支援体制等のあり方
を検討するために検討委員会を設置した。

5 小田原市 ○
先進地域視察研修（小田原市と合同）

6 茅ヶ崎市 ○
無料法律相談の実施、日常生活自立支援事業又
は後見に関する研修・講座の開催等

7 逗子市 ○ 〇

8 三浦市 ○ ○

9 秦野市 ○ ○

10 厚木市 ○ ○
成年後見人育成講座の実施 成年後見相談の実施

11 大和市 ○ ○
成年後見専門相談窓口の実施

12 伊勢原市 ○ ○

・市民後見人養成記念講演
・市民後見人養成講座（基礎研修）
・成年後見事業のあり方検討会

法律相談事業(H22.4～)、成年後見制度無料相
談会(H21年度より実施、成年後見制度関係機関
連絡会(H22.12～)
一般市民向け講座「今から始める老い支度」専
門職向け講座「成年後見制度の活用の為に」高
齢者・障害者の権利擁護に関する機関のネット
ワーク構築と資質の向上を目的とした「成年後
見・権利擁護サポート連絡会」を実施。
専門職向けの成年後見研修

13 海老名市 ○ ○
市民後見人養成研修（実践研修） 権利擁護相談

権利擁護ネットワークえびなネット

14 座間市 ○

15 南足柄市 ○ ○

16 綾瀬市 ○ ○
市民後見研修・親族申し立ての支援
・情報提供

17 愛川町 ○ ○
行政書士による権利擁護相談会（毎月1回）の実
施

18 清川村 ○

19 葉山町 ○

20 寒川町 ○

21 大磯町 ○
成年後見人制度町長申請（地域包括支援セン
ター対応として）

22 二宮町 ○

23 中井町 ○
権利擁護相談業務

24 大井町 ○

25 松田町 ○

26 山北町 ○

27 開成町 ○
地域包括支援センター（町から本会が受託）と
連携・協働し対応

28 箱根町 ○

29 真鶴町 ○
必要に応じ、成年後見制度の概要説明。

30 湯河原町 ○

日常生活自立支援事業において高齢者の虐待、
金銭搾取の防止やクーリングオフの手続等の補
助

30 13

市民後見に関すること その他(権利擁護相談事業・虐待等への取組)
法人後見事業

の実施

合　計

日常生活自立
支援事業の実

施
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３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援部門

１）介護保険関連事業－１

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン

通
所
介
護

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
施
設
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

1 横須賀市

2 平塚市 ○ ○ ○

3 鎌倉市 ○

4 藤沢市 ○ ○

5 小田原市 ○ ○ ○

6 茅ヶ崎市

7 逗子市 ○

8 三浦市 ○ ○ ○ ○ ○

9 秦野市 ○ ○ ○

10 厚木市

11 大和市 ○ ○

12 伊勢原市 ○

13 海老名市 ○ ○ ○

14 座間市 ○ ○ ○ ○

15 南足柄市 ○

16 綾瀬市 ○ ○

17 愛川町 ○

18 清川村 ○ ○ ○

19 葉山町 ○ ○

20 寒川町

21 大磯町 ○ ○

22 二宮町 ○ ○

23 中井町 ○

24 大井町 ○ ○

25 松田町 ○

26 山北町

27 開成町 ○

28 箱根町 ○ ○ ○

29 真鶴町 ○ ○

30 湯河原町

14 4 18 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

※○：指定事業者として実施している　△：基準該当事業者として実施している

合　計

要
介
護
認
定
調
査

市
町
村
事
務
受
託
法
人
指
定

介護給付サービス

№ 地域名
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 ３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援部門

１）介護保険関連事業－２

居
宅
介
護
支
援

介
護
老
人
福
祉
施
設

介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
施
設

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

1 横須賀市

2 平塚市 ○ ○ ○

3 鎌倉市 ○ ○

4 藤沢市 ○ ○

5 小田原市 ○ ○

6 茅ヶ崎市

7 逗子市 ○ ○

8 三浦市 ○ ○ ○

9 秦野市 ○ ○

10 厚木市

11 大和市 ○ ○

12 伊勢原市 ○

13 海老名市 ○ ○ ○

14 座間市 ○ ○ ○ ○

15 南足柄市 ○ ○

16 綾瀬市 ○ ○

17 愛川町 ○

18 清川村 ○ ○

19 葉山町 ○ ○

20 寒川町

21 大磯町 ○ ○

22 二宮町 ○ ○

23 中井町 ○ ○

24 大井町 ○ ○ ○

25 松田町 ○ ○

26 山北町

27 開成町 ○ ○

28 箱根町 ○ ○ ○

29 真鶴町 ○ ○

30 湯河原町

21 0 0 18 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0

※○：指定事業者として実施している　△：基準該当事業者として実施している

合　計

№ 地域名

予防給付サービス介護給付サービス
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 ３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援部門

２）地域包括支援センター

市
町
村
直
営

社
会
福
祉
法
人

（

社
協
除
く
）

社
会
福
祉
協
議
会

医
療
関
係
の
法
人

そ
　
の
　
他

合
　
　
計

1 横須賀市
○

11 1 1 13

2 平塚市
○

6 1 1 8

3 鎌倉市
○

5 1 1 7

4 藤沢市
○

11 1 2 14
○

5 小田原市
○

3 2 5

6 茅ヶ崎市
○

6 2 1 9

7 逗子市
○

1 1 2
○

8 三浦市
○

1 1 2
○

9 秦野市
○

2 1 2 5

10 厚木市
○

6 2 8

11 大和市
○

8 1 9
○

12 伊勢原市
○

3 1 4

13 海老名市
○

2 1 3 6
○

14 座間市
○

2 1 1 4

15 南足柄市
○

1 1

16 綾瀬市
○

1 3 4

17 愛川町
○

1 1
○

18 清川村
○

1 1
○

19 葉山町
○

1 1

20 寒川町
○

1 1

21 大磯町
○

1 1
○

22 二宮町
○

1 1

23 中井町
○

1 1

24 大井町
○

1 1

25 松田町
○

1 1
○

26 山北町
○

1 1
○

27 開成町
○

1 1
○

28 箱根町
○

1 1
○

29 真鶴町
○

1 1
○

30 湯河原町
○

1 1

30 7 69 18 17 4 115 13

市
町
村
で
の
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー

設

置
の
有
無

地域包括支援センター設置数

合　計

№ 地域名

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

運
営
協
議
会
と

社
協
と
の
関
わ
り
の

有
無
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 ３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援部門

３）その他の在宅福祉サービス

有
　
無

食
事
の
方
法

最
大
提
供
可
能
数

財
　
源

1 横須賀市
○ 配食型

週4日/1人・世
帯

行政委託による市
町村財源

○
福祉機器展示場の
運営、介護相談

　

2 平塚市
○ ○ 配食型

週6日、1食
（夕食のみ）

行政委託による市
町村財源と自己負
担金

　 ○

3 鎌倉市 　 ○ 　

4 藤沢市
○ ○ 配食型 1食/日・7日/週

行政委託による市
町村財源及び利用
者負担

○ 　 ○ 　

5 小田原市
○ ○ 配食型 週7日/日1食

行政委託による市
町村財源

車イス貸与 　

6 茅ヶ崎市
○ 配食型 週5回

行政委託による市
町村財源

○ ○ 車椅子の貸与 　

7 逗子市 ○ ○ ○

8 三浦市 ○ 　 ○ ○ 　

9 秦野市

○

車いすの短期貸
出ホームヘルプ
事業（法外及び
1歳未満の子の
いる家庭）

　

10 厚木市 ○ 車いすの貸与 　

11 大和市
○ ○ 配食型 週5日

行政委託による市
町村財源

　 　

12 伊勢原市

○ ○
紙おむつ支給、車
いす貸出、認知症
サポートヘルパー

○

13 海老名市 ○ ○

14 座間市 　 　

15 南足柄市 ○ 　 ○ 　

16 綾瀬市 ○ ○

17 愛川町
○ 配食型 週3日　夕食

行政委託による市
町村財源

○
ミニデイ
福祉機器貸与

○
あたまの体操教
室

18 清川村
○ 配食･会食

1名に付週1日1
食

市町村補助金及び
社協財源

○ 　 　

19 葉山町
○ 配食型 月1回 社協財源 ○ ○

介護者支援協働事
業（多世代交流）

　

20 寒川町 ○ ○ 　 　

21 大磯町 ○ ○ 配食型 週3日・3食 社協財源 　 ○ 　

22 二宮町 ○ 　 ○ 　

23 中井町
○ ○ 会食型 月1回・1食

参加者負担金・県
共募金・寄附金

○ 　 ○ ○ 　

24 大井町

○ 会食型 70 社協財源 ○

訪問理髪サービ
ス、紙おむつ支
給、困りごと支
援、買い物支援

25 松田町 ○ ○ ○ ○ ○ 　

26 山北町 ○ 配食型 週5日・夕食1回
行政委託による市
町村財源

○ 　 ○ ○ 　

27 開成町

○ ○

　軽度生活援助事
業・ミニデイサー
ビス・レスバイト
サービス

○

28 箱根町 　 ○ 　

29 真鶴町
○ ○ 配食型 週1日1食

市町村補助金及び
社協財源

　 　

30 湯河原町

○ 配食･会食 44
行政委託による市
町村財源

○ 　 ○ ○ ○ ○
６５歳以上の単
身、夫婦世帯へ医
療情報キット配付

15 15 1 18 4 1 4 4 7 3 5

食事サービス そ
の
他

老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

福
祉
機
器
リ
サ
イ
ク
ル
サ
ー

ビ
ス

№ 地域名

介
護
保
険
事
業
者
の
組
織
化

（

連
絡
協
議
会
等
）

の
有
無

移
送
サ
ー

ビ
ス

高
齢
者
悪
質
商
法
防
止
の
活
動

合　計

高齢者福祉関連事業
そ
の
他

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の
設
置
・
運
営

電
話
等
に
よ
る
声
か
け
活
動

敬
老
金
品
給
付

在
宅
介
護
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ

事
業

寝
具
乾
燥
消
毒
サ
ー

ビ
ス

その他の在宅福祉サービス
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 ３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援部門

４）障害者（児）自立支援給付事業－１

居
宅
介
護
（

ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
）

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

短
期
入
所
（

シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）

療
養
介
護

生
活
介
護

共
同
生
活
介
護
（

ケ
ア
ホ
ー

ム
）

施
設
入
所
支
援

機
能
自
立
訓
練

生
活
自
立
訓
練

就
労
移
行
支
援
（

養
成
施
設
含
む
）

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

共
同
生
活
援
助
（

グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム
）

1 横須賀市

2 平塚市 ○ ○ ○

3 鎌倉市 ○ ○

4 藤沢市 ○ ○ ○ ○ ○

5 小田原市 ○ ○ ○ ○

6 茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○

7 逗子市 ○ ○ ○

8 三浦市 ○ ○ ○ ○

9 秦野市 ○ ○ ○ ○

10 厚木市 ○ ○ ○ ○

11 大和市

12 伊勢原市 ○ ○ ○

13 海老名市 ○ ○ ○ ○

14 座間市 ○ ○ ○ ○

15 南足柄市 ○ ○ ○ ○

16 綾瀬市 ○ ○ ○ ○

17 愛川町 ○ ○ ○ ○

18 清川村

19 葉山町 ○ ○ ○

20 寒川町

21 大磯町 ○ ○ ○

22 二宮町 ○ ○ ○ ○ ○

23 中井町

24 大井町 ○ ○ ○

25 松田町 ○ ○

26 山北町

27 開成町

28 箱根町 ○ ○

29 真鶴町

30 湯河原町

21 20 16 11 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0

※○：指定事業者として実施　△：基準該当事業者として実施　□：市町村自治体が事業者で受託して実施

合　計

№ 地域名

実
施
の
有
無

自立支援給付

訓練等給付介護給付サービス
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 ３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援部門

４）障害者(児）自立支援給付事業－２

事
業
の
実
施

市
町
村
相
談
支
援
機
能
強
化
事
業

住
宅
入
居
等
支
援
事
業

（

居
宅
サ
ポ
ー

ト
事
業
）

成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業

支
援
事
業
の
実
施

手
話
通
訳
者
派
遣
事
業

要
約
筆
記
者
派
遣
事
業

1 横須賀市

2 平塚市 ○ ○

3 鎌倉市 ○ ○ ○ ○

4 藤沢市 ○ ○ ○

5 小田原市 ○ ○

6 茅ヶ崎市 ○ □ □ □ ○ □

7 逗子市 ○ ○ ○

8 三浦市 ○ ○ ○ ○

9 秦野市 ○ ○

10 厚木市 ○ ○

11 大和市

12 伊勢原市 ○ ○

13 海老名市 ○ ○

14 座間市 ○ ○ ○ ○ ○

15 南足柄市 ○ ○

16 綾瀬市 ○ ○ ○ ○

17 愛川町

18 清川村 ○ ○

19 葉山町 ○ ○

20 寒川町

21 大磯町 ○ ○

22 二宮町

23 中井町

24 大井町 ○ ○

25 松田町

26 山北町

27 開成町

28 箱根町

29 真鶴町

30 湯河原町

18 1 1 1 2 1 1 1 1 17 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2

※○：指定事業者として実施　△：基準該当事業者として実施　□：市町村自治体が事業者で受託して実施

合　計

№ 地域名

地域生活支援事業
実
施
の
有
無

相談支援事業
コミュニケーション

支援事業

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業

移
動
支
援
事
業

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

機
能
強
化
事
業

福
祉
ホ
ー

ム

その他のサービス
盲
人
ホ
ー

ム
事
業

地
域
生
活
支
援
事
業
に
よ
る
訪
問
入
浴
サ
ー

ビ
ス
事

業 身
体
障
害
者
自
立
支
援
事
業

重
度
障
害
者
在
宅
就
労
促
進
事
業

（

バ
ー

チ
ャ

ル
工
房
支
援
事
業
）

生
活
支
援
事
業

日
中
一
時
支
援
事
業

生
活
サ
ポ
ー

ト
事
業

社
会
参
加
促
進
事
業
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 ３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援部門

５）その他の障害者福祉関係事業

1 横須賀市
○

2 平塚市
○ ○ ○

3 鎌倉市

4 藤沢市

5 小田原市
○

6 茅ヶ崎市
○ ○

7 逗子市
○

8 三浦市
○

9 秦野市

10 厚木市

11 大和市

12 伊勢原市

13 海老名市

14 座間市

15 南足柄市

16 綾瀬市
○

17 愛川町
○

18 清川村

19 葉山町

20 寒川町

21 大磯町

22 二宮町

23 中井町
○

24 大井町
○

25 松田町
○ ○

26 山北町
○

27 開成町
○

28 箱根町
○

29 真鶴町
○

30 湯河原町
○

2 0 1 3 14

小
規
模
作
業
所
等
の
運
営

お
も
ち
ゃ

図
書
館
の
設
置
・
運
営

住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
・
住
宅
相
談

（

自
立
支
援
給
付
以
外
）

レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ

ン
・

キ
ャ

ン
プ
・
ス
ポ
ー

ツ
活
動

合　計

№ 地域名

点
字
図
書
館
の
設
置
・
運
営
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 ３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援部門

６）子ども・子育て家庭を対象とした事業

支
援
事
業
の
実
施

移
動
支
援
事
業

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
（

個
人
・
団
体
）

1 横須賀市
○

2 平塚市
○ ○ ○ ○ ○

3 鎌倉市

4 藤沢市

5 小田原市
○ ○ ○ ○

6 茅ヶ崎市
○ ○

7 逗子市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 三浦市
○ ○ ○ ○

9 秦野市
○

10 厚木市
○

11 大和市
○ ○ ○ ○ ○

12 伊勢原市
○ ○ ○ ○ ○ ○

13 海老名市

14 座間市
○ ○ ○ ○

15 南足柄市

16 綾瀬市
○ ○ ○ ○

17 愛川町

18 清川村

19 葉山町
○ ○ ○ ○ ○

20 寒川町
○ ○

21 大磯町
○

22 二宮町
○

23 中井町
○ ○ ○ ○ ○ ○

24 大井町
○ ○ ○ ○

25 松田町
○ ○ ○

26 山北町
○ ○

27 開成町
○ ○

28 箱根町

29 真鶴町
○

30 湯河原町
○

5 2 2 9 2 1 1 2 5 4 0 6 11 6 7 9

保
育
所
の
設
置
・
補
助

フ
ァ

ミ
リ
ー

サ
ポ
ー

ト
事
業
の

運
営
・
補
助

市
町
村
児
童
虐
待
防
止
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク

へ
の
参
画

児
童
の
犯
罪
被
害
防
止
の
た
め
の
活
動

郷
土
・
文
化
伝
承
活
動

工
作
教
室
・
遊
び
の
学
校
な
ど
の
開
催

不
登
校
・
閉
じ
こ
も
り
児
童
対
象
の
活
動

合　計

№ 地域名

こ
ど
も
会
・
こ
ど
も
ク
ラ
ブ
の

組
織
化
・
運
営
援
助

障害児の通学支援学
童
保
育
（

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）

の
運
営
・
補
助

児
童
文
庫
の
設
置
・
補
助

母
親
ク
ラ
ブ
組
織
化
・
運
営
援
助

ス
ポ
ー

ツ
活
動
の
推
進

遊
び
場
の
設
置
・
補
助
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 ３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援事業

７）相談事業・貸付事業

1 横須賀市
○ ○

2 平塚市
○ ○ ○ ○ ○ ○

3 鎌倉市
○ ○ ○ ○

4 藤沢市
○ ○ ○ ○

5 小田原市
○ ○ ○ ○

6 茅ヶ崎市
○ ○ ○ ○

7 逗子市
○ ○ ○ ○

8 三浦市
○ ○ ○ ○ ○ ○

9 秦野市
○ ○

10 厚木市
○ ○ ○

11 大和市
○ ○ ○ ○ ○

12 伊勢原市
○ ○

13 海老名市
○ ○ ○

14 座間市
○ ○

15 南足柄市
○ ○ ○ ○

16 綾瀬市
○ ○ ○

17 愛川町
○ ○ ○

18 清川村
○ ○ ○

19 葉山町
○ ○ ○

20 寒川町
○ ○ ○ ○

21 大磯町
○ ○ ○

22 二宮町
○ ○ ○

23 中井町
○ ○ ○ ○ ○

24 大井町
○

25 松田町
○ ○ ○

26 山北町
○ ○ ○ ○

27 開成町
○ ○ ○

28 箱根町
○ ○ ○

29 真鶴町
○ ○ ○ ○

30 湯河原町
○ ○ ○ ○ ○

22 7 30 27 4 15

相
談
機
関
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク

（

会
議
）

心
配
ご
と
相
談
の
実
施

生
活
福
祉
資
金
貸
付

法
外
援
護
資
金
貸
付
・
給
付

子
育
て
相
談
の
実
施

合　計

№ 地域名

福
祉
総
合
相
談
の
実
施
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４．法人運営部門
１）事務所 ２）外部委託の有無

役
所
か
ら
独
立
し
た
建
物
、

ま
た
は
自
ら
運
営
管
理
す
る

建
物
内

役
所
、

福
祉
事
務
所
内

そ
れ
以
外
の
公
・
地
方
公
共

団
体
の
施
設
（

建
物
）

内

1 横須賀市
○

2 平塚市
○ ○

3 鎌倉市
○

4 藤沢市
○

5 小田原市
○

6 茅ヶ崎市
○

7 逗子市
○ ○

8 三浦市
○ ○ ○ ○ ○ 税理士による会計監査

9 秦野市
○

10 厚木市
○ ○ 税務申告業務

11 大和市
○

12 伊勢原市
○

13 海老名市
○ ○ ○ 顧問税理士による会計指導及び税務申告

14 座間市
○ ○

15 南足柄市
○ ○

16 綾瀬市
○ ○ 顧問税理士による、会計指導及び税務申告

17 愛川町
○

18 清川村
○

19 葉山町
○

20 寒川町
○ ○

21 大磯町
○ ○

22 二宮町
○

23 中井町
○

24 大井町
○

25 松田町
○ ○

26 山北町
○

27 開成町
○ ○

28 箱根町
○

29 真鶴町
○ ○

30 湯河原町
○ ○ ○

6 2 22 11 2 2 4

法
人
運
営
部
門
事
務
の
外
部
委

託
の
有
無

業
務
内
容

合　計

指
定
管
理
者
制
度
適
用

土
地
の
所
有

建
物
の
所
有

№ 地域名

事務所の場所
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 ４．法人運営部門

3）会長・常務理事・事務局長の属性

1 横須賀市
学識経験者（行政職員） 学識経験者（行政職員） 　  ※事務局長兼務

2 平塚市
学識経験者（民生委員児童委員協議会会長） 学識経験者（平塚市職員・福祉部長） 社協職員（事務局次長）

3 鎌倉市
学識経験者（公立高等学校長） 学識経験者（鎌倉市職員・部長） 社協職員（鎌倉市職員・部次長）

4 藤沢市
学識経験者（藤沢市職員） 社会福祉協議会（藤沢市職員） 社協職員（藤沢市職員）

5 小田原市
学識経験者（神奈川県職員・福祉部長）

学識経験者（小田原市理事・福祉健康部長）
　　　　　　　　　　　　　※事務局長兼務

6 茅ヶ崎市
学識経験者（茅ヶ崎市副市長）

学識経験者
（茅ヶ崎市職員、茅ヶ崎市議会事務局参事兼次長）

社協職員
（茅ヶ崎市職員・保健福祉部参事兼保健福祉課長）

7 逗子市
町内会・自治会（自治会長） 学識経験者（他社協常務理事、行政職員） 民間企業

8 三浦市
学識経験者（市議会議長） 社会福祉協議会（事務局長） 社協職員（事務局次長）

9 秦野市
学識経験者（社会福祉施設） 学識経験者（地方公務員）　※事務局長兼務

10 厚木市
学識経験者（自治会長） 学識経験者（市職員） 社協職員（事務局次長）

11 大和市
学識経験者（民生委員児童委員協議会会長） 学識経験者（行政OB） 社協職員（行政OB）

12 伊勢原市
学識経験者（行政職員） 社会福祉協議会（行政職員）※事務局長兼務

13 海老名市
学識経験者（会社役員） 社会福祉協議会（行政OB） ※事務局長兼務

14 座間市
学識経験者（町内会・自治会） 行政OB（座間市職員） 行政OB（座間市職員）

15 南足柄市
学識経験者（金融機関管理職） 学識経験者（民間企業管理職） 社協職員（行政OB）

16 綾瀬市
学識経験者（自治会、地区社協） 学識経験者（市職員）    　  ※事務局長兼務

17 愛川町
学識経験者（区（自治会）長会会長） ― 社協職員

18 清川村
学識経験者（民間企業、民生委員） ― 行政職員・副村長

19 葉山町
学識経験者（民生委員児童委員協議会長） ― 社協職員

20 寒川町
学識経験者（民間企業、自治会長、施設顧問） 学識経験者（行政OB） 社協職員（行政OB）

21 大磯町
学識経験者（人権擁護委員） ― 社協職員

22 二宮町
学識経験者（元地区社協部会長） ― （代行）社協職員

23 中井町
学識経験者（公立中学校長） ― 公務員（町役場参事）

24 大井町
学識経験者（団体職員） ― （代行）社協職員

25 松田町
学識経験者（教育委員） ― 社協職員（行政OB・役場職員）

26 山北町
学識経験者（民間企業） ― 行政職員

27 開成町
学識経験者（元自治会長） 一般世帯 社協職員

28 箱根町
学識経験者（民間企業） ― 社協職員（行政職員）

29 真鶴町
学識経験者（行政職員） ― 社協職員

30 湯河原町
学識経験者（行政職員） ― 社協職員

常務理事（出身母体・前職） 事務局長（前職）№ 地域名 会長（出身母体・前職）
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 ４．法人運営部門

４）構成員組織（団体）会員制度

地
区
社
協

町
内
会
・
自
治
会

女
性
団
体
・
青
年
団
体

老
人
ク
ラ
ブ

民
生
委
員
・
児
童
委
員
（

協
議
会
）

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
人
以
外
で
社
会
福
祉
事
業
を

経
営
す
る
者

社
会
福
祉
施
設
・
団
体

当
事
者
及
び
家
族
の
団
体

Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー

プ

社
会
福
祉
行
政
機
関

保
健
・
医
療
関
係
団
体

教
育
関
係
団
体

協
同
組
合
（

農
協
・
生
協
・
漁
協
）

経
済
・
労
働
等
関
連
分
野
団
体

そ
の
他
生
活
関
係
領
域
の
関
係
団
体

そ
の
他

1 横須賀市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 平塚市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 鎌倉市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 藤沢市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 小田原市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 茅ヶ崎市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 逗子市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 三浦市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 秦野市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 厚木市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 大和市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 伊勢原市
○ ○ ○ ○ ○

13 海老名市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 座間市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 南足柄市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 綾瀬市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 愛川町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 清川村
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 葉山町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 寒川町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 大磯町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 二宮町

23 中井町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 大井町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 松田町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 山北町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 開成町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 箱根町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 真鶴町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 湯河原町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 13 28 22 26 28 26 14 26 27 16 29 19 18 16 15 22 12 16合　計

内　　　訳
構
成
員
組
織
（

団
体
）

会
員
制
度

№ 地域名
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 ４．法人運営部門

５）住民会員制度・賛助会員制度

有無 会費額

会
員
特
典

の
有
無

加入率 徴収方法 有無

会
員
特
典

の
有
無

1 横須賀市
○ ○

2 平塚市
○ 300円 58.6% 地区社協が徴収 ○

3 鎌倉市
○

4 藤沢市
○ ○

5 小田原市
○ 400円 70.7% 地区社協が徴収 ○

6 茅ヶ崎市
○ ○

7 逗子市
○ 500円 ○ 14.8% 民生委員児童委員・協力員及び自治会が徴収 ○ ○

8 三浦市
○ 1,000円 ○ 27.3% 自治会徴収 ○

9 秦野市
○ 500円 78.4% 自治会が徴収 ○ ○

10 厚木市
○ 500円 85.0% 自治会組織を通して、会費を徴収 ○

11 大和市
○ 300円 67.9% 自治会に徴収依頼 ○

12 伊勢原市
○ 300円 52.0% 自治会が徴収 ○

13 海老名市
○ 200円 58.3% 自治会が徴収 ○

14 座間市
○ 300円 ○ 25.7% 座間市自治会総連合会会員の協力により徴収 ○ ○

15 南足柄市
○ 600円 73.0% 自治会を通じてお願いしている ○

16 綾瀬市
○ 400円 86.0% 自治会が徴収 ○ ○

17 愛川町
○ 500円 53.3% 自治会が徴収 ○

18 清川村
○ 500円 95.0% 自治会が徴収 ○ ○

19 葉山町
○ 500円 61.2% 町内会及び自治会が徴収 ○

20 寒川町
○ 500円 63.5% 自治会が徴収 ○

21 大磯町
○ 300円 80.0% 自治会が徴収 ○

22 二宮町
○ 500円 80.0% 地区社協部会で徴収 ○

23 中井町
○ 500円 98.0% 自治会が徴収 ○

24 大井町
○ 500円 87.2% 自治会が徴収 ○ ○

25 松田町
○ 500円 70.0% 自治会、民生委員 ○

26 山北町
○ 1,000円 90.6% 自治会に依頼して徴収 ○

27 開成町
○ 500円 ○ 64.5% 自治会が徴収 ○ ○

28 箱根町
○ 300円 ー　 自治会を介する徴収 ○

29 真鶴町
○ 500円 49.6%

自治会に依頼して徴収。組外の世帯は任意で社協窓口
にて

○

30 湯河原町
○ 500円 51.8% 区会が徴収・事務局徴収 ○

26 4 65.7% 30 10

賛助会員制度

合計（平均）

№ 地域名

住民会員制度（全住民を対象）
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 ４．法人運営部門

６）理事の属性

№ 地域名

地
区
社
協

町
内
会
・
自
治
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー

プ

経
済
・
労
働
等
関
係
分
野
団
体

そ
の
他
の
生
活
関
連
領
域
の
関
係
団
体

学
識
経
験
者

更
生
保
護
事
業
関
係
施
設
団
体
・
保
護
司

当
事
者
及
び
家
族
の
団
体

教
育
関
係
団
体

協
同
組
合
（

農
協
・
生
協
・
漁
協
）

民
生
委
員
・
児
童
委
員
（

協
議
会
）

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
人
以
外
で
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者

そ
の
他
の
行
政
職
員

保
健
・
医
療
関
係
団
体

女
性
団
体
・
青
年
団
体

老
人
ク
ラ
ブ

議
会
議
員

福
祉
関
係
行
政
機
関

社
会
教
育
・
学
校
教
育
関
係
行
政
職
員

そ
の
他

そ
の
他
の
属
性

合
　
計

1 横須賀市 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 17

2 平塚市 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 　 15

3 鎌倉市 2 1 1 1 2 1 1 2 2 　 13

4 藤沢市 4 1 2 1 1 3 3 1 　 16

5 小田原市 2 2 1 4 2 1 1 1 1 　 15

6 茅ヶ崎市 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 　 15

7 逗子市 2 1 1 2 1 1 1 1 1 　 11

8 三浦市 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 12

9 秦野市 5 3 1 2 1 2 1 1 　 16

10 厚木市 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 　 15

11 大和市 2 1 1 7 1 2 1 　 15

12 伊勢原市 3 1 5 1 1 3 1 　 15

13 海老名市 1 1 1 2 2 1 1 1 市社協嘱託職員　 10

14 座間市 1 1 3 1 1 1 1 　 9

15 南足柄市 1 1 1 1 4 1 1 1 　 11

16 綾瀬市 2 1 1 4 2 1 1 　 12

17 愛川町 3 1 3 2 2 1 1 1 1 　 15

18 清川村 1 3 1 1 　 6

19 葉山町 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 　 15

20 寒川町 3 1 1 3 1 2 1 1 　 13

21 大磯町 2 1 2 2 2 1 1 　 11

22 二宮町 1 1 4 1 1 1 1 1 社会福祉に関係ある団体　 11

23 中井町 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 　 15

24 大井町 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 　 15

25 松田町 3 1 2 2 2 1 1 2 1 　 15

26 山北町 6 1 2 2 1 1 1 1 　 15

27 開成町 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 一般世帯 12

28 箱根町 2 1 1 1 1 1 1 1 1 　 10

29 真鶴町 2 1 6 2 1 1 1 14

30 湯河原町 2 1 2 1 1 1 1 1 　 10

31 56 29 8 1 87 11 22 5 1 49 31 4 5 4 4 13 11 16 3 3 394

15 28 28 8 1 30 11 19 5 1 29 26 4 4 3 4 13 10 16 3 3

合　計

社協数

40



 ４．法人運営部門

７）評議員の属性－１

№ 地域名

地
区
社
協

町
内
会
・
自
治
会

女
性
団
体
・
青
年
団
体

老
人
ク
ラ
ブ

議
会
議
員

福
祉
関
係
行
政
機
関

社
会
教
育
・
学
校
教
育
関
係
行
政
職
員

当
事
者
及
び
家
族
の
団
体

Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー

プ

経
済
・
労
働
等
関
連
分
野
団
体

そ
の
他
の
生
活
関
連
領
域
の
関
係
団
体

学
識
経
験
者

更
生
保
護
事
業
関
係
施
設
団
体
・
保
護
司

保
健
・
医
療
関
係
団
体

教
育
関
係
団
体

協
同
組
合
（

農
協
・
生
協
・
漁
協
）

民
生
委
員
・
児
童
委
員
（

協
議
会
）

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
人
以
外
で
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者

1 横須賀市 4 3 1 1 2 1 2 3 3 1 6 6

2 平塚市 13 4 1 2 3 1 1 2 1 7 2 1

3 鎌倉市 7 4 1 3 1 1 1 8 4

4 藤沢市 9 1 1 2 2 1 12 1 1

5 小田原市 23 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

6 茅ヶ崎市 6 6 2 1 3 2 1 1 1 1 4 3

7 逗子市 7 1 3 3 2 2 1 1 2 2

8 三浦市 5 1 2 3 2 1 2 5 5 4

9 秦野市 4 8 1 1 2 3 1 1 1 6 5

10 厚木市 9 3 3 3 5 4 2 2 1 3 3

11 大和市 6 2 2 1 1 1 8 2 5 3

12 伊勢原市 7 2 1 4 1 3 1 3 1 1 1 6 1

13 海老名市 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1

14 座間市 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2

15 南足柄市 3 4 2 1 4 1 2 3 1 2 1 4

16 綾瀬市 3 3 1 1 3 4 1 3 4 2

17 愛川町 18 1 1 1 2 2 1 2 1 1 6 3

18 清川村 4 1 1 1 1 2 1 2

19 葉山町 26 1 1 2 1 1 1 1 1 3

20 寒川町 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1

21 大磯町 9 2 1 3 1 1 4 2

22 二宮町 13 1 1 1 1 3 1 2 1 2

23 中井町 24 1 1 1 3 1 1 5 2

24 大井町 16 1 1 1 1 11 1 1 5 2

25 松田町 22 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4

26 山北町 3 6 2 1 1 1 3 1 1 1 2 7

27 開成町 10 1 1 1 1 1 4 2 1 1

28 箱根町 2 1 1 1 1 2 4 2 2 4 3 1

29 真鶴町 13 2 1 1 2 1 16 1

30 湯河原町 9 1 1 1 1 1 2 1 7 1

107 232 21 18 9 21 10 65 9 34 33 30 21 35 17 17 5 145 56 13

15 29 14 18 9 17 8 28 9 21 22 10 9 24 12 15 4 28 22 7

合　計

社協数
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 ４．法人運営部門

７）評議員の属性－２

№ 地域名

そ
の
他
の
行
政
職
員

そ
の
他

そ
の
他
の
属
性

合
　
計

1 横須賀市 1 1 欠員 35

2 平塚市 2 ７号会員としてライオンズクラブ・ロータリークラブ 40

3 鎌倉市 　 30

4 藤沢市 3 県高齢者福祉施設協議会／市居宅介護支援事業所連絡協議会／市介護保険居宅事業所連絡会 33

5 小田原市 　 37

6 茅ヶ崎市 　 31

7 逗子市 　　 24

8 三浦市 1 シルバー人材センター　 31

9 秦野市 　 33

10 厚木市 　 38

11 大和市 　 31

12 伊勢原市 1 　 33

13 海老名市 　 21

14 座間市 　 19

15 南足柄市 1 　 29

16 綾瀬市 　 25

17 愛川町 1 ライオンズクラブ社会福祉に関心を持つ団体 40

18 清川村 　 13

19 葉山町 2 ロータリークラブ・ライオンズクラブ 40

20 寒川町 1 ライオンズクラブ社会福祉に関心を持つ団体 27

21 大磯町 　 23

22 二宮町 1 社会福祉に関心をもつ団体　 27

23 中井町 1 　 40

24 大井町 　 40

25 松田町 　 36

26 山北町 6 文化団体・ライオンズ・子供会・地域作業所・ＮＰO・社会教育委員 35

27 開成町 1 2 一般世帯 26

28 箱根町 　 24

29 真鶴町 3 人権擁護委員、商工会、商店会　 40

30 湯河原町 　 25

5 23 926

5 11

合　計

社協数
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 ４．法人運営部門

８）理事会・評議員会の運営、職種別の給与表、人事考課制度

№ 地域名
理事会開催回数

（昨年度）
評議員会開催回数

（昨年度）
正規職員のうち

職種別給与表の有無
人事考課制度の導入の有

無

1 横須賀市
3 3

2 平塚市
6 4 ○ ○

3 鎌倉市
4 3

4 藤沢市
7 4 ○

5 小田原市
4 3 ○ ○

6 茅ヶ崎市
6 5

7 逗子市
5 3 ○

8 三浦市
5 4 ○

9 秦野市
4 3 ○ ○

10 厚木市
4 3 ○ ○

11 大和市
6 5 ○ ○

12 伊勢原市
5 3 ○

13 海老名市
6 4

14 座間市
5 5

15 南足柄市
4 4

16 綾瀬市
4 2

17 愛川町
8 4

18 清川村
5 3

19 葉山町
6 2 ○

20 寒川町
4 3 ○

21 大磯町
6 4 ○

22 二宮町
6 4

23 中井町
6 4 ○ ○

24 大井町
4 4 ○

25 松田町
3 3 ○

26 山北町
4 3

27 開成町
6 2

28 箱根町
4 2 ○ ○

29 真鶴町
3 3 ○

30 湯河原町
3 3 ○ ○

146 102 14 12

4.9 3.4

合　計

平　均
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 ４．法人運営部門

９）各種規程の整備－１

会
長

理
事

監
事

1 横須賀市
○ ○ ○ 600,000円

2 平塚市
○ ○ ○ 2,419,296円

3 鎌倉市
○ ○ ○ 1,140,000円

4 藤沢市
○ ○ ○ 1,776,000円

5 小田原市
○ ○ ○ 360,000円

6 茅ヶ崎市
○ ○ ○ 600,000円

7 逗子市
○ ○ ○ 996,000円 60,000円 26,000円

8 三浦市
○ ○ ○ 800,000円

9 秦野市
○ ○ ○ 960,000円

10 厚木市
○ ○ ○ 960,000円 1回2,300円 1回2,300円

11 大和市
○ ○ ○ 667,200円 3,400円 3,400円

12 伊勢原市
○ ○ ○ 960,000円

13 海老名市
○ ○ ○ 600,000円 費用弁償１回5.000円 費用弁償１回5.000円

14 座間市
○ ○ ○ 950,000円

15 南足柄市
○ ○ ○ 610,000円

16 綾瀬市
○ ○ ○ 480,000円 費用弁償1回1,000円 費用弁償1回1,000円

17 愛川町
○ ○ ○ 360,000円 役員費用弁償　1回5,000円 役員費用弁償　1回5,000円

18 清川村 ○ ○

19 葉山町 ○ ○ ○ 480,000円

20 寒川町
○ ○ ○ 360,000円 費用弁償１回3，000円

費用弁償　税理士10，000円
民生委員3，000円

21 大磯町 ○ ○ ○ 600,000円 費用弁償1回2,000円 費用弁償1回2,000円

22 二宮町
○ ○ ○ 960,000円 24,000円 10,000円

23 中井町
○ ○ ○ 360,000円

24 大井町
○ ○ ○ 240,000円

25 松田町
○ ○ ○ 600,000円

26 山北町
○ ○ ○ 600,000円

27 開成町
○ ○ ○ 600,000円

監事会（年3回）
費用弁償1回2,000円

28 箱根町
○ ○ ○ 240,000円

29 真鶴町
○ ○ ○ 240,000円

30 湯河原町
○ ○ ○ 360,000円 50,000円

30 30 29

役員報酬（１年）

合　計

№ 地域名

理
事
・
評
議
員
（

役
員
）

選
任
規
程

会
員
（

会
費
）

規
程

役
員
報
酬
規
程
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 ４．法人運営部門

９）各種規程の整備－２

1 横須賀市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 平塚市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 鎌倉市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 藤沢市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 小田原市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 茅ヶ崎市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 逗子市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 三浦市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 秦野市
○ ○ ○ ○ ○ ○

10 厚木市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 大和市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 伊勢原市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 海老名市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 座間市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 南足柄市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 綾瀬市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 愛川町
○ ○ ○ ○ ○ ○

18 清川村
○ ○ ○ ○ ○ ○

19 葉山町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 寒川町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 大磯町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 二宮町
○ ○ ○ ○ ○ ○

23 中井町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 大井町
○ ○ ○ ○ ○ ○

25 松田町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 山北町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 開成町
○ ○ ○ ○ ○ ○

28 箱根町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 真鶴町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 湯河原町
○ ○ ○ ○ ○ ○

30 30 30 18 27 23 30 28 3

内
部
通
報
者
保
護
関
係
規
程

合　計

事
務
局
規
程

就
業
規
則

給
与
規
程

生
活
福
祉
資
金
関
係
委
員
会
規
程

法
外
援
護
資
金
貸
付
規
程

情
報
公
開
関
係
規
程

№ 地域名

個
人
情
報
保
護
関
係
規
程

苦
情
解
決
関
係
規
程
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 ４．法人運営部門

１０）基金

有
無 金額（円）

有
無 金額（円）

有
無 金額（円）

有
無 金額（円）

1 横須賀市
○ 239,719,865円

2 平塚市
○ 1,025,921,877円 ○ 10,000,000円

3 鎌倉市
○ 242,082,050円

4 藤沢市
○ 84,268,735円

5 小田原市
○ 43,421,579円 ○ 46,587,674円 ○

6 茅ヶ崎市
○ 49,985,000円 ○ 298,507,408円 ○

7 逗子市
○ 126,174,000円

8 三浦市
○ 40,617,000円

9 秦野市
○ 310,191,927円

10 厚木市
○ 147,275,697円

11 大和市
○ 245,618,443円 ○ 11,125,779円

12 伊勢原市
○ 50,952,356円

13 海老名市
○ 34,170,450円 ○ 15,449,495円

14 座間市
○ 97,476,164円

15 南足柄市
○ 149,161,417円 △

16 綾瀬市
○ 88,115,356円 ○ 9,709,811円 ○

17 愛川町
○ 137,436,141円 ○ 35,885,929円 ○ 5,200,000円 ○

18 清川村
○ 4,454,644円 ○ 11,824,719円

19 葉山町
○ 209,852,784円 ○ 9,780,396円 ○ 9,000,000円

20 寒川町
○ 129,577,000円

21 大磯町
○ 103,252,255円 ○ 33,975,312円

22 二宮町
○ 89,206,857円 ○ 1,990,828円

23 中井町
○ 47,908,194円 ○ 15,062,151円

24 大井町
○ 100,379,099円 ○ 2,000,000円

25 松田町
○ 118,761,417円 ○ 4,000,000円

26 山北町
○ 51,965,610円

27 開成町
○ 77,159,000円 ○ 18,125,000円

28 箱根町
○ 12,991,603円

29 真鶴町
○ 124,330,789円 ○ 93,225,000円

30 湯河原町
○ 274,885,346円

29 4 1 14 4

※ △：基金の運営自体が行政

社協が運営する
ボランティア基金

(500万以上のもの)

地方交付税に基づく
地域福祉基金

(500万以上のもの) 介護保険積立金

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス

積
立
金

合　計

№ 地域名

社協が運営する
独自の基金
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 ４．法人運営部門

１１）自主財源獲得事業－１

取
組
の
有
無

取
組
の
有
無

取
組
の
有
無

取
組
の
有
無

1 横須賀市

2 平塚市

3 鎌倉市
○

4 藤沢市
○

5 小田原市

6 茅ヶ崎市
○

7 逗子市
○ ○

8 三浦市
○

9 秦野市

10 厚木市
○

11 大和市
○ ○

12 伊勢原市
○

13 海老名市

14 座間市
○ ○

15 南足柄市

16 綾瀬市
○ ○

17 愛川町
○ ○

18 清川村

19 葉山町

20 寒川町
○ ○ ○

21 大磯町

22 二宮町

23 中井町

24 大井町
○

25 松田町
○

26 山北町
○ ○

27 開成町
○ ○

28 箱根町

29 真鶴町

30 湯河原町

駐車場・駐輪場 自動販売機 貸会議室等収入

№ 地域名

売店・食堂

収入額 収入額 収入額 収入額

188,728

27,913,767

835,100

5,614,510 18,000

220,425

11,283,899

5,481,071 381,200

420,542

34,322,458 8,370,126

27,378,785 5,170,300

794,980 1,343,461

2,767,000 89,149 893,458

21,090

477,185

336,660 503,074

157,495 2,789,986
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 ４．法人運営部門

１１）自主財源獲得事業－２

取
組
の
有
無

取
組
の
有
無 内容

1 横須賀市 ○ 社協だより広告料

2 平塚市

3 鎌倉市
○

福祉まつり協賛金、社協だより広告掲載
料、福祉活動振興基金の果実

4 藤沢市

・当協議会機関紙に会費加入振込用紙を挟み込み配布を実施。
・当協議会マスコットキャラクターのグッズを作成し、広報活動を実
施。

5 小田原市

○ 広告料収入、福祉機器貸出料

21年度に財源の在り方検討委員会を設置 提言
会員会費加入促進プロジェクト設置
22年度　経営管理部会（理事）を設置
・社協活動の啓発の強化

6 茅ヶ崎市 ○ 広報誌の広告掲載料・入れ歯リサイクル 企業へのＤＭ（会費）

7 逗子市
○ 入歯リサイクル、独自製品の制作・販売

地域の障がい者の社会参加促進をする商品の開発・販売と
あわせ、地域貢献商品の開発販売を行ったこと。

8 三浦市 ○ 三浦市総合福祉センター家賃収入

9 秦野市

○ ○
古本市、印刷代、備品貸出料、不要入れ歯
回収、インク回収、寄付付き非常食販売な
ど

10 厚木市 ○ 広報誌広告料

11 大和市
○

広告料、証明写真機1台、入れ歯リサイク
ルBOX4ヵ所設置

会費収入は右肩下がりの状況。新たな会員を獲得していくため、商工会
議所等の協力を得ながら特別会員の募集に取り組む。

12 伊勢原市 ○ 模擬店用具貸出収入

13 海老名市
○

広報誌広告料・ぬくもり号協力金・コピー
印刷機利用料

14 座間市
○

催し物等機材貸出料、健康器具利用料、印
刷代、不要入れ歯回収

各種団体並びに企業等に依頼。

15 南足柄市
○ 広報に広告を掲載

会費については、新規の企業に訪問し、活動の趣旨や使途
を説明しながら協力を依頼している。また、年度当初の自
治会長会議で協力を要請している。

16 綾瀬市

会費増を図るため、市内企業（特別賛助会員）に役員と職
員が出向き、趣旨説明を行い、加入促進に努めている。

17 愛川町

18 清川村

会員募集の実施にあたって、自治会を通じて募集を行って
いるため自治会長会議においての趣旨説明、広報やチラシ
での周知を行っている。

19 葉山町
○ 広報誌に広告募集記事を掲載

広報紙（年４回・新聞折り込み　１４，７００部／回）に
広告募集記事を掲載

20 寒川町

○
広報紙面による広告掲載、不要入れ歯リサ
イクル回収ボックスの設置

・賛助会員新規加入依頼の為の会社訪問
・広報紙面での広告掲載　　・不要入れ歯並びにアクセサ
リーチラシ配布等

21 大磯町

22 二宮町

23 中井町
会費については、関係団体と協議を重ね、周知いただける
よう努力しているのが現状である。

24 大井町
○ ○ 広報紙への企業広告掲載

一般会費は、各自治会の組長会議に出席させていただき、
直接ご理解ご協力のお願いをしている。

25 松田町 ○ リネン販売、マッサージ機貸出

26 山北町 ○ 広告料、マッサージ器　　印刷・コピー代

27 開成町 ○
広報誌広告掲載、在宅福祉サービス利用
料、印刷機利用料等

28 箱根町 本会広報紙、町広報誌に掲載し、住民へ呼び掛けている。

29 真鶴町

一般会費の社協への納入依頼は自治会連合会を通じて隣組長等にお願い
をしている。年度当初に役場主催の住民説明会に出席し、パワーポイン
トを使って社協事業と財源内訳（主に一般・賛助会費の使途）について
説明している。

30 湯河原町

区会に会費徴収はお願いしているが、事務局も町内に出向き会費につい
て説明してお願いをしている。
また、賛助会費の礼状は訪問してお渡しする等お顔を合わせる事も心掛
ける。

収入増加の工夫等

その他(広告料・証明写真・入歯リサイクル等）

№ 地域名

研修・イベント等

収入額 収入額
900,000

634,332

540,000

356,873

831,394

6,600,000

208,201 297,262

450,000

1,314,563

21,000

1,418,922

536,318

550,700

－

95,824

75,940 160,000

92,200

366,100

1,394,540
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 ４．法人運営部門

１２）監事の属性

人数 出身母体 専門資格

1 横須賀市 2
行政OＢ、商工会議所

2 平塚市 3
民生委員児童委員（協議会）、社会福祉法人、学識経験者 元監査事務局長

3 鎌倉市 2
経済・労働等関連分野団体 税理士

4 藤沢市 3
地区社協、民児協、公認会計士 1名は公認会計士

5 小田原市 2
学識経験者 税理士、その他

6 茅ヶ崎市 2
民生委員･児童委員（協議会） 福祉施設・団体・企業等の経理事務経験者（行政監査事務局）

7 逗子市 2
学識経験者、その他 税理士

8 三浦市 3
施設長・金融機関・学識経験者

9 秦野市 2
社会福祉法人 福祉施設・団体・企業等の経理事務経験者

10 厚木市 2
地区社協、学識経験者 税理士

11 大和市 3
自治会､民生児童委員、行政

12 伊勢原市 2
その他の行政職員、学識経験者

13 海老名市 2
学識経験者、財務経験者

14 座間市 3
座間市議会議員、民生委員・児童委員（協議会）、人権擁護委員 企業等の経理事務経験者、その他

15 南足柄市 2
学識経験者 元社会福祉法人事務長 元大学準教授

16 綾瀬市 2
社会福祉施設施設長、経済・労働等関連分野団体

17 愛川町 3
民生委員・児童委員（協議会）、学識経験者、議会議員 企業等の経理事務経験者等

18 清川村 2
農業協同組合　　学識経験者 企業等の経理事務経験者

19 葉山町 3
民生委員児童委員協議会、社会福祉事業を経営していたもの 社会福祉士、その他

20 寒川町 2
学識経験者、民生委員・児童委員（協議会） 税理士

21 大磯町 3
民生委員児童委員協議会、区長連絡協議会、税理士 税理士

22 二宮町 2
民生委員･児童委員（協議会） 福祉施設・団体・企業等の経理事務経験者

23 中井町 3
町内会・自治会／民生委員･児童委員（協議会）／議会議員 福祉施設・団体・企業等の経理事務経験者

24 大井町 3
自治会、民生委員・児童委員、行政職員 行政会計室管理者

25 松田町 3
自治会、民生委員児童委員協議会、更生保護女性会

26 山北町 3
学識経験者・民生委員・町会計室長 公認会計士、その他

27 開成町 3
学識経験者、民生委員児童委員、自治会 税理士

28 箱根町 2
町内会・自治会　行政職員 企業等の経理事務経験者、行政総務部長

29 真鶴町 3
学識経験者、民生委員児童委員（協議会）、その他 社会福祉事業知識経験者、企業等の経理事務経験者

30 湯河原町 3
民生委員、学識経験者 税理士

№ 地域名

監　　　事
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 ４．法人運営部門

１３）社会福祉士等現場実習指導

実習受け入れの有無
(昨年度)

実習指導者講習会
修了人数

本年度
指導者講習会
受講予定の有

無 受入の有無 受け入れた実習

1 横須賀市
○ 1

2 平塚市
○ 5 ○ ○

福祉系学校等現場実習、看護学校実習、
施設見学の受け入れ

3 鎌倉市
○ 1 未定

4 藤沢市
○ 福祉実習生・看護学生

5 小田原市
○ 1 ○ ○ 福祉系学校等現場実習

6 茅ヶ崎市
○ 2

7 逗子市
○ 3 未定

8 三浦市
○ 2 未定 ○ 福祉系学校等現場実習

9 秦野市
○ 3 ○

10 厚木市

11 大和市
○ 3 ○ ○ 福祉系学校等現場実習

12 伊勢原市
○ 1 ○ ホームヘルパー

13 海老名市

14 座間市
○ 2 ○ ○ 福祉系学校等現場実習

15 南足柄市
○ 3 ○

16 綾瀬市

17 愛川町
○ 3 未定

18 清川村

19 葉山町
○ 2 ○ 福祉系学校等現場実習

20 寒川町
未定 ○ 福祉系学校等現場実習

21 大磯町

22 二宮町

23 中井町
未定

24 大井町
○ 福祉系専門学校現場実習

25 松田町

26 山北町

27 開成町
○ 2 ○ 教員免許資格取得

28 箱根町

29 真鶴町
　

30 湯河原町
○ ○ 福祉系学校等現場実習（社会福祉主事）

16 34 6 12

その他現場実習について（昨年度）

合　計

№ 地域名

社会福祉士現場実習について
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調査票の見方 

 

・調査時点は基本的に「平成26年4月1日現在」としていますが、「25年度実績」としているものもあります。 

 

 

１．基礎的事項 
項目 説明 時点 

１）連絡先 住所、TEL、FAX、E‐mailは代表するものを一つだけ記入。 最新のもの 

２）人口・高齢化率・

世帯数・障害者手帳

交付数・相談支援事

業所数 

各数値を記入 

障害児相談支援事業所数は、社協の相談支援事業所と社協以外で相

談支援を行っている事業所の合計数。 

H26年4月 1日現在 

３)事務局体制 ①一般事業職員と経営事業職員について 

一般事業職員は、事務局長、福祉活動専門員、日常生活自立支援

事業、ふれまち事業、ボランティア関係に従事する職員を指す。

経営事業職員は、在宅福祉サービス事業、地域包括支援センター、

福祉会館運営管理等の事業に従事する職員を指す。但し登録ヘル

パーは除く。 

②正規職員とは、フルタイムで働いていて、雇用期間の定めがない

職員を指す。非正規職員（常勤）は、正規職員以外のフルタイム

で働いている職員を指す。非正規職員（非常勤）は、フルタイム

で働いていない職員のことを指す。但しアルバイト職員は除く。 

③資格取得状況は、常勤職員、非常勤職員、嘱託職員で、アルバイ

ト・登録ヘルパーは含めない。なお、取得資格が重複している場

合は、複数記入。 

H26年4月 1日現在 

４）基本理念・基本目

標と本年度最重点

事業項目 

社協の基本理念・基本目標と本年度の最重要事業の項目を記入。 H26 年度における理

念・目標・最重要事業項

目 

 

 

２．地域福祉推進部門 
項目 説明 時点 

１）地域福祉活動計

画・地域福祉計画・

地区社協等活動計

画、社協発展強化

計画他計画への参

画等 

現在、策定中の計画の項目に記入。または該当項目を選択。 

一体策定の有無とは、原則として行政と計画書を一本化しているものと

し、その他、委員会を共に行っている、柱立てを揃えているなどの状況が

あれば備考欄に記入。 

地区社協等活動計画とは、市町村域より小さな圏域における地区社協や

自治会、ワークショップによる住民参加などにより策定される福祉計画を

さします。 

「策定時期」とは、策定に要した期間。（例）平成24年4月～平成26年10

月 

H26年4月 1日現在 

２）小地域福祉活動

推進組織 

地区社協等、自治会福祉部、地域福祉会等、小地域での福祉活動推進

組織について記入。 

占有拠点は、占有出来る事務所の有無を記入。 

活性化の秘訣（工夫）・展望等の記入例 

（例）地区担当制、活動マニュアルの発行等 

H26年4月 1日現在 

３）居場所づくり（ふ

れあいいきいきサロ

ン・ミニデイ等） 

 

名称、箇所数、主な実施主体、対象、担い手、運営財源を記入。 

なお、類似するサロンが多い場合は、以下のような記入も可。 

（例） 

名称 設置数 設置主

体 

運営主体 対象 担い手 運営財源 

サロン 30 地区社

協 

自主運営

サークル 

障がいのあ

る子ども 

福祉推進員 会員会費 

 

H25年度実績 



調査票の見方 

 

・調査時点は基本的に「平成26年4月1日現在」としていますが、「25年度実績」としているものもあります。 

 

 

１．基礎的事項 
項目 説明 時点 

１）連絡先 住所、TEL、FAX、E‐mailは代表するものを一つだけ記入。 最新のもの 

２）人口・高齢化率・

世帯数・障害者手帳

交付数・相談支援事

業所数 

各数値を記入 

障害児相談支援事業所数は、社協の相談支援事業所と社協以外で相

談支援を行っている事業所の合計数。 

H26年4月 1日現在 

３)事務局体制 ①一般事業職員と経営事業職員について 

一般事業職員は、事務局長、福祉活動専門員、日常生活自立支援

事業、ふれまち事業、ボランティア関係に従事する職員を指す。

経営事業職員は、在宅福祉サービス事業、地域包括支援センター、

福祉会館運営管理等の事業に従事する職員を指す。但し登録ヘル

パーは除く。 

②正規職員とは、フルタイムで働いていて、雇用期間の定めがない

職員を指す。非正規職員（常勤）は、正規職員以外のフルタイム

で働いている職員を指す。非正規職員（非常勤）は、フルタイム

で働いていない職員のことを指す。但しアルバイト職員は除く。 

③資格取得状況は、常勤職員、非常勤職員、嘱託職員で、アルバイ

ト・登録ヘルパーは含めない。なお、取得資格が重複している場

合は、複数記入。 

H26年4月 1日現在 

４）基本理念・基本目

標と本年度最重点

事業項目 

社協の基本理念・基本目標と本年度の最重要事業の項目を記入。 H26 年度における理

念・目標・最重要事業項

目 

 

 

２．地域福祉推進部門 
項目 説明 時点 

１）地域福祉活動計

画・地域福祉計画・

地区社協等活動計

画、社協発展強化

計画他計画への参

画等 

現在、策定中の計画の項目に記入。または該当項目を選択。 

一体策定の有無とは、原則として行政と計画書を一本化しているものと

し、その他、委員会を共に行っている、柱立てを揃えているなどの状況が

あれば備考欄に記入。 

地区社協等活動計画とは、市町村域より小さな圏域における地区社協や

自治会、ワークショップによる住民参加などにより策定される福祉計画を

さします。 

「策定時期」とは、策定に要した期間。（例）平成24年4月～平成26年10

月 

H26年4月 1日現在 

２）小地域福祉活動

推進組織 

地区社協等、自治会福祉部、地域福祉会等、小地域での福祉活動推進

組織について記入。 

占有拠点は、占有出来る事務所の有無を記入。 

活性化の秘訣（工夫）・展望等の記入例 

（例）地区担当制、活動マニュアルの発行等 

H26年4月 1日現在 

３）居場所づくり（ふ

れあいいきいきサロ

ン・ミニデイ等） 

 

名称、箇所数、主な実施主体、対象、担い手、運営財源を記入。 

なお、類似するサロンが多い場合は、以下のような記入も可。 

（例） 

名称 設置数 設置主

体 

運営主体 対象 担い手 運営財源 

サロン 30 地区社

協 

自主運営

サークル 

障がいのあ

る子ども 

福祉推進員 会員会費 

 

H25年度実績 

４）当事者組織の運

営支援 

支援している組織がある場合、該当する項目を選択。 

※当事者組織とは、いのちや生活にかかわる共通の問題を抱える本人

が、同じ経験を有する人々とその問題の解決に向けて自発的につなが

り、活動している、当事者や家族自身のグループであること。 

※社協が組織化したものでなくても、支援・援助（事務支援、助成金）をし

ている場合も含める。 

H26年4月 1日現在 

５）研修・講座・調査・

広報啓発事業 

実施している場合該当する項目を選択。「地域福祉コーディネーター養

成研修」は社協が県保健福祉事務所と共催または、モデル指定を受けて

研修を実施した場合、若しくは独自で実施している場合、選択する。「小

地域福祉活動向け研修」とは、「地域福祉コーディネーター養成研修」以

外で地域の担い手を対象とした研修を実施した場合、選択する。 

「その他定期的に実施している調査」がある場合、調査名も記入。 

「機関紙・広報誌の発行」がある場合、選択。発行回数については、複数

の機関紙・広報誌がある場合、メインとなるものについて記入。住民配布

については、リストから記入。住民以外の配布先は大まかな配布先を記

入する(3か所程度)。 

H25年度実績 

 

６）事務局を担当す

る団体 

該当する項目を選択。項目にない分類は、その他:名称に団体名を記

入。 

該当する場合、業務委託契約の有無、団体の運営に係る行政からの事

務費等の補助または団体からの事務等委託費の支払いの有無を記入。 

H26年4月 1日現在 

７）社協運営型住民

参加型在宅福祉サ

ービス 

実施している場合は、項目に記入。 

※住民参加型在宅福祉サービスとは、地域住民が自発的・主体的に行っ

ている会員制の非営利で有償の在宅福祉サービス。 

H26年4月 1日現在 

８）ボランティアセン

ターの状況 

該当する項目に記入、または選択。 

・職員については、専任・兼任を問わない。 

・「把握」とは、具体的には、活動紹介や斡旋のための登録、施設利用の

ための登録、事業・行事への参加登録・申込み、ボランティア活動保険加

入などにより、「氏名」を把握していることを指します。また、上記のような

登録・記録がなくても、「氏名」及び「主な活動内容」を知っていることも把

握と考える。 

・「地区ボランティアセンター」が市内に設置されている場合は、設置数と

設置単位を記入。 

・「ボランティア活動推進連絡協議会」は、地域におけるボランティア活動

推進団体や関係機関等が参加して、地域全体のボランティア・市民活動

のあり方や推進策等を考える組織のこと。 

・「ボランティア(団体)連絡協議会」は、ボランティアセンターにかかわるボ

ランティアやボランティアグループ、ＮＰＯなどによる、連絡調整・協働の

ための連絡会議などのこと。 

・「対象」は、ボランティアセンター業務の対象としているもの。 

H26年4月 1日現在 

 

９）災害対応への取

り組み 

・行政の地域防災計画の中に社協が位置付けられているか、いる場合、

社協の役割を記入。 

・地域防災計画以外の行政計画の中で、災害に関して社協が担う役割

等、位置付けられているものがある場合、その計画の名称と役割を記入。 

・「災害に関するマニュアル・指針の有無」は、社協においてマニュアル・

指針がある場合に記入。 

・「災害に関する協定の有無」は、県社協との協定は含まない。 

・「その他の取り組み事項」は、社協独自で要援護者支援に関すること

等、取り組みがある場合記入。 

H26年4月 1日現在 

10）日常生活自立支

援事業等・権利擁護

関係事業の実施状

況 

法人後見事業の実施は、受任の有無にかかわらず事業化されていれば

○を選択。市民後見に関することは何らかの事業・対応をしていれば、ど

のようなことを行っているか記入。その他には、権利擁護相談事業や虐

待への対応事業等、権利擁護に関係することを事業として実施している

場合、自由に記入(地域包括支援センターは除く)。 

H26年4月 1日現在 

 



４）当事者組織の運

営支援 

支援している組織がある場合、該当する項目を選択。 

※当事者組織とは、いのちや生活にかかわる共通の問題を抱える本人

が、同じ経験を有する人々とその問題の解決に向けて自発的につなが

り、活動している、当事者や家族自身のグループであること。 

※社協が組織化したものでなくても、支援・援助（事務支援、助成金）をし

ている場合も含める。 

H26年4月 1日現在 

５）研修・講座・調査・

広報啓発事業 

実施している場合該当する項目を選択。「地域福祉コーディネーター養

成研修」は社協が県保健福祉事務所と共催または、モデル指定を受けて

研修を実施した場合、若しくは独自で実施している場合、選択する。「小

地域福祉活動向け研修」とは、「地域福祉コーディネーター養成研修」以

外で地域の担い手を対象とした研修を実施した場合、選択する。 

「その他定期的に実施している調査」がある場合、調査名も記入。 

「機関紙・広報誌の発行」がある場合、選択。発行回数については、複数

の機関紙・広報誌がある場合、メインとなるものについて記入。住民配布

については、リストから記入。住民以外の配布先は大まかな配布先を記

入する(3か所程度)。 

H25年度実績 

 

６）事務局を担当す

る団体 

該当する項目を選択。項目にない分類は、その他:名称に団体名を記

入。 

該当する場合、業務委託契約の有無、団体の運営に係る行政からの事

務費等の補助または団体からの事務等委託費の支払いの有無を記入。 

H26年4月 1日現在 

７）社協運営型住民

参加型在宅福祉サ

ービス 

実施している場合は、項目に記入。 

※住民参加型在宅福祉サービスとは、地域住民が自発的・主体的に行っ

ている会員制の非営利で有償の在宅福祉サービス。 

H26年4月 1日現在 

８）ボランティアセン

ターの状況 

該当する項目に記入、または選択。 

・職員については、専任・兼任を問わない。 

・「把握」とは、具体的には、活動紹介や斡旋のための登録、施設利用の

ための登録、事業・行事への参加登録・申込み、ボランティア活動保険加

入などにより、「氏名」を把握していることを指します。また、上記のような

登録・記録がなくても、「氏名」及び「主な活動内容」を知っていることも把

握と考える。 

・「地区ボランティアセンター」が市内に設置されている場合は、設置数と

設置単位を記入。 

・「ボランティア活動推進連絡協議会」は、地域におけるボランティア活動

推進団体や関係機関等が参加して、地域全体のボランティア・市民活動

のあり方や推進策等を考える組織のこと。 

・「ボランティア(団体)連絡協議会」は、ボランティアセンターにかかわるボ

ランティアやボランティアグループ、ＮＰＯなどによる、連絡調整・協働の

ための連絡会議などのこと。 

・「対象」は、ボランティアセンター業務の対象としているもの。 

H26年4月 1日現在 

 

９）災害対応への取

り組み 

・行政の地域防災計画の中に社協が位置付けられているか、いる場合、

社協の役割を記入。 

・地域防災計画以外の行政計画の中で、災害に関して社協が担う役割

等、位置付けられているものがある場合、その計画の名称と役割を記入。 

・「災害に関するマニュアル・指針の有無」は、社協においてマニュアル・

指針がある場合に記入。 

・「災害に関する協定の有無」は、県社協との協定は含まない。 

・「その他の取り組み事項」は、社協独自で要援護者支援に関すること

等、取り組みがある場合記入。 

H26年4月 1日現在 

10）日常生活自立支

援事業等・権利擁護

関係事業の実施状

況 

法人後見事業の実施は、受任の有無にかかわらず事業化されていれば

○を選択。市民後見に関することは何らかの事業・対応をしていれば、ど

のようなことを行っているか記入。その他には、権利擁護相談事業や虐

待への対応事業等、権利擁護に関係することを事業として実施している

場合、自由に記入(地域包括支援センターは除く)。 

H26年4月 1日現在 

 

 
 
３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援部門 

項目 説明 時点 

１）介護保険関連事

業 

該当する項目を選択。 

※指定事業者として実施している場合は○、基準該当事業者として実

施している場合は△を記入する。 

H26年4月 1日現在 

２）地域包括支援セン

ター 

市町村管轄内の地域包括支援センターの数を記入。 H26年4月 1日現在 

３）その他の在宅福祉

サービス  

該当する項目を選択。 

・「その他在宅福祉サービス・食事サービス」の食事の方法は、会

食型、配食型、配食・会食を選択、記入する。 

H26年4月 1日現在 

４）障害者（児）自立

支援給付事業 

該当する項目を選択。 

※指定事業者として実施している場合は○、基準該当事業者として実

施している場合は△、市町村自治体が事業者で社協が受託して実施

している場合は□で記入する。 

H26年4月 1日現在 

５）その他の障害者福

祉関係事業 

該当する項目を選択。 H26年4月 1日現在 

６）子ども・子育て家

庭を対象とした事業 

該当する項目を選択。 

移動支援事業とボランティア（個人・団体）については、障害児の通学

支援に○を記入した（実績がある）場合に記入対象となります。 

障害児の通学支援の実績があり、自立支援給付事業の移動支援事業

で支援を行った場合は、移動支援事業に○を記入、ボランティアをコ

ーディネートした場合はボランティア（個人・団体）に○を記入。 

H26年4月 1日現在 

７）相談事業・貸付事

業 

該当する項目を選択。 

相談機関のネットワーク（会議）とは、外部の機関と連絡会の設置をして

いる、または研修会を実施している。支援事業所同士で定期的に情報

交換をしていたり、連絡組織を持っているかなど、外部機関同士での

情報交換の有無。 

H26年4月 1日現在 

 

 

 

４．法人運営部門 
項目 説明 時点 

１）事務所 該当する項目を選択。 H26年4月 1日現在 

２）外部委託の有無 主に労務管理・給与支給・税務申告についての業務を外部に委託して

いる場合、記入。 

H26年4月 1日現在 

３）会長・常務理事・

事務局長の属性 

学識経験者、行政からの派遣職員等の属性を記入。 

 

H26年4月 1日現在 

４）構成員組織（団

体）会員制度 

該当する項目を選択。 H26年4月 1日現在 

 

５）住民会員制度・賛

助会員制度・ 

該当する項目に記入。徴収方法については、主な方法を一つ記入。 

会員特典は住民会員制度、賛助会員制度とも有無を記入。 

H26年4月 1日現在 

 

６）理事の属性 該当する項目に人数を記入。 H26年4月 1日現在 

７）評議員の属性 該当する項目に人数を記入。 H26年4月 1日現在 

８）理事会・評議員会

の運営、職種別の給

料表、人事考課制度 

項目に記入 H25年度実績 

 

９）各種規程の整備 役員報酬については平成25年度一年間の報酬額を記入。 H25年度実績 

その他は該当する項目を選択。 H26年4月 1日現在 



 
 
３．在宅福祉サービス及びサービス利用支援部門 

項目 説明 時点 

１）介護保険関連事

業 

該当する項目を選択。 

※指定事業者として実施している場合は○、基準該当事業者として実

施している場合は△を記入する。 

H26年4月 1日現在 

２）地域包括支援セン

ター 

市町村管轄内の地域包括支援センターの数を記入。 H26年4月 1日現在 

３）その他の在宅福祉

サービス  

該当する項目を選択。 

・「その他在宅福祉サービス・食事サービス」の食事の方法は、会

食型、配食型、配食・会食を選択、記入する。 

H26年4月 1日現在 

４）障害者（児）自立

支援給付事業 

該当する項目を選択。 

※指定事業者として実施している場合は○、基準該当事業者として実

施している場合は△、市町村自治体が事業者で社協が受託して実施

している場合は□で記入する。 

H26年4月 1日現在 

５）その他の障害者福

祉関係事業 

該当する項目を選択。 H26年4月 1日現在 

６）子ども・子育て家

庭を対象とした事業 

該当する項目を選択。 

移動支援事業とボランティア（個人・団体）については、障害児の通学

支援に○を記入した（実績がある）場合に記入対象となります。 

障害児の通学支援の実績があり、自立支援給付事業の移動支援事業

で支援を行った場合は、移動支援事業に○を記入、ボランティアをコ

ーディネートした場合はボランティア（個人・団体）に○を記入。 

H26年4月 1日現在 

７）相談事業・貸付事

業 

該当する項目を選択。 

相談機関のネットワーク（会議）とは、外部の機関と連絡会の設置をして

いる、または研修会を実施している。支援事業所同士で定期的に情報

交換をしていたり、連絡組織を持っているかなど、外部機関同士での

情報交換の有無。 

H26年4月 1日現在 

 

 

 

４．法人運営部門 
項目 説明 時点 

１）事務所 該当する項目を選択。 H26年4月 1日現在 

２）外部委託の有無 主に労務管理・給与支給・税務申告についての業務を外部に委託して

いる場合、記入。 

H26年4月 1日現在 

３）会長・常務理事・

事務局長の属性 

学識経験者、行政からの派遣職員等の属性を記入。 

 

H26年4月 1日現在 

４）構成員組織（団

体）会員制度 

該当する項目を選択。 H26年4月 1日現在 

 

５）住民会員制度・賛

助会員制度・ 

該当する項目に記入。徴収方法については、主な方法を一つ記入。 

会員特典は住民会員制度、賛助会員制度とも有無を記入。 

H26年4月 1日現在 

 

６）理事の属性 該当する項目に人数を記入。 H26年4月 1日現在 

７）評議員の属性 該当する項目に人数を記入。 H26年4月 1日現在 

８）理事会・評議員会

の運営、職種別の給

料表、人事考課制度 

項目に記入 H25年度実績 

 

９）各種規程の整備 役員報酬については平成25年度一年間の報酬額を記入。 H25年度実績 

その他は該当する項目を選択。 H26年4月 1日現在 

10）基金 該当する項目を選択または金額について記入。 

・社協が運営する独自の基金は、500万円以上の地域福祉振興のた

めの基金で、ボランティア基金、地方交付税に基づく地域福祉基

金は除く。 

・ボランティア基金は、地域住民の自主的なボランティア活動の推

進を図るため、開拓的・開発的な活動や学習・研修活動などの必

要経費、あるいは、それらの活動に必要な機材購入を支援するこ

とを目的とした基金。 

・地方交付税に基づく地域福祉基金で、運営主体が行政であれば、

△を記入。 

H26年4月 1日現在 

11）自主財源獲得事

業 

自主財源獲得事業は税法上の収益事業に限らず、該当する項目に記

入。 

H25年度実績 

 

12）監事の属性 該当する項目を選択または記入。 

全ての監事の出身母体と専門資格を記入。 

H26年４月 1日現在 

13）社会福祉士等現

場実習指導 

項目に記入。社会福祉士実習指導者講習会終了人数は、受講年度に

関係なく修了人数を記入(ただし、退職者は除く)。 

本年度社会福祉士指導者講習会の受講予定の有無は受講予定がある

場合○を記入。受講未定の場合は未定と記入。 

その他現場実習については、社会福祉士現場実習以外の実習につい

て全て記入。 

H25年度実績 

H26年4月 1日現在 

 

 


